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はじめに 

 

 本県では、2011 年に「あいち健康福祉ビジョン」を策定

（2016 年に改訂）し、「団塊の世代」が 75 歳以上となる

2025 年を見据え、福祉・保健・医療に関する様々な取組を

推進してまいりました。 

今後、「団塊ジュニア世代」が 65 歳以上となる 2040 年 

に向けて、本格的な人口減少の進行や「人生 100 年時代」ともいえる長寿社会の到来、

家庭や地域社会の変容、大規模災害や感染症のリスクの増大など、福祉・保健・医療を

取り巻く課題やニーズは、より一層複雑化・多様化していくものと見込まれています。 

「あいち福祉保健医療ビジョン 2026」は、福祉・保健・医療施策全体の基本指針と

して、包括的な視点に立ち、様々な取組を進めていくうえで共通して必要となる考え

方や、各分野の横断的・重点的な施策の方向性をお示ししています。 

本ビジョンに基づき、地域は多様な人々が共に生活する場であるとの認識のもと、

誰もが尊厳を持ったかけがえのない個人として尊重され、地域で安心して健やかに生

活することができるよう、多様な主体と適切な役割分担・連携を図りながら、共に支

え合う地域づくりに取り組んでまいります。また、子ども・子育て、健康寿命の延伸、

医療・介護提供体制の確保、障害者支援の各分野の施策の充実を図り、福祉・保健・

医療が一体となった取組を推進してまいります。 

世代や分野を超えて多様な主体が参画し地域を共に創っていく「地域共生社会」、

そして、誰もがその人らしく活躍できる「すべての人が輝くあいち」を目指して、県

民の皆様をはじめ、行政、福祉・保健・医療等の関係機関、ボランティア、NPO、企

業等、関係の皆様方とともに取り組んでまいりたいと存じますので、一層のご理解・

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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第１章 ビジョン策定の基本的な考え方 

 

１ 策定の趣旨  

〇 本県では、1993 年 7 月に「あいち 8 か年福祉戦略（愛フルプラン）」を、

2001 年 3 月に「21 世紀あいち福祉ビジョン」を策定し、福祉全般の推進を図

ってきました。そして 2011 年 6 月には、福祉・保健・医療分野全体の方向性

を示す「あいち健康福祉ビジョン」を策定（2016 年 3 月改訂）し、各分野の

個別計画と一体となって、福祉・保健・医療に関する様々な取組を推進してき

ました。  
 
〇 今後、本格的な人口減少による人口構造の変化や、家庭や地域の変容等によ

り、福祉・保健・医療に関するニーズは、より一層増大、複雑・多様化するこ

とが見込まれています。また、頻発する大規模災害や、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大など、災害や感染症に対するリスクも高まっています。  
 
〇 福祉・保健・医療サービスの持続可能性への懸念が高まるなか、限られた人

的・物的社会資源を有効活用し、地域で共に支える社会の構築が求められてお

り、2017 年及び 2020 年の社会福祉法改正により、地域住民や多様な主体が

参画し、世代や分野を越えてつながることで、地域を共に創っていく「地域共

生社会」の実現を目指すこととされました。  
 
〇 本県においても、共に支え合う地域づくりを推進するとともに、地域で健康

で安心して生活できるよう、子ども・子育て、健康寿命の延伸、医療・介護提

供体制の確保、障害者支援といった各分野の施策の一層の充実を図り、福祉・

保健・医療が一体となった取組を推進していく必要があります。  
 
〇 本ビジョンでは、福祉・保健・医療施策全般にわたる包括的な視点に立ち、

様々な取組を進めていく上で共通して必要となる考え方を示すとともに、主

要な施策の方向性を示していきます。  
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あいち福祉保健医療ビジョン 2026 

（都道府県地域福祉支援計画として位置付け） 

２ ビジョンの性格と位置付け  

 
〇 本県の福祉・保健・医療施策全体の方向性を示す基本指針とします。  
 
〇 また、各分野における個別計画の上位計画として、各分野の横断的・重点的

な取組の方向性を示すものとします。  
 
〇 社会福祉法第 108 条に基づく「都道府県地域福祉支援計画」として位置付

けます。  
 
〇  2040 年頃の社会経済を展望し、2030 年度までに重点的に取り組むべき政策の

方向性を示す「あいちビジョン 2030」（2020 年 11 月策定）を反映しています。 
 
○ SDGs 未来都市※として、SDGs（Sustainable Development Goals：持続可

能な開発目標）の理念を反映しています。  
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３ 計画期間  

 
  「団塊ジュニア世代」（1971～74 年生）が全て高齢者（65 歳以上）となる

2040 年頃までを展望し、以下の主な計画等と整合性を図るため 2021 年度か

ら 2026 年度までの 6 年間を計画期間とします。  
〇 障害者基本法に基づく「障害者計画」【6 年間】  

〇 障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」【3 年間】  
〇 医療法に基づく「地域保健医療計画」【6 年間】  

〇 老人福祉法及び介護保険法に基づく「高齢者福祉保健医療計画」【3 年間】  

    ※【  】内は計画期間  

 
 
 
 
 
 
 
 

【本県の福祉・保健・医療に関するビジョンの策定経緯】 

 

   1993 年 7 月  あいち 8 か年福祉戦略（愛フルプラン） 策定  
          【計画期間：1993 年度～2000 年度】  
 
   2001 年 3 月  21 世紀あいち福祉ビジョン 策定  
          【計画期間：2001 年度～2010 年度】  
 
   2011 年 6 月  あいち健康福祉ビジョン 策定  
          【計画期間：2011 年度～2015 年度】

 
   2016 年 3 月  あいち健康福祉ビジョン 2020 策定  
          【計画期間：2016 年度～2020 年度】  
 
   2021 年 3 月  あいち福祉保健医療ビジョン 2026 策定 

          【計画期間：2021 年度～2026 年度】 
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第２章 福祉・保健・医療を取り巻く社会情勢の現状・展望 

 

１ 人口減少の進行  

（人口減少の進行） 

〇 わが国の人口は、2008 年をピークに減少に転じていますが、今後は、65 歳

以上の高齢者数の伸びの鈍化と、64 歳以下の人口減少の加速により、人口減

少の幅が大きくなると見込まれています。  
 
〇 本県では、国の人口が減少するなかにあっても、人口増加を維持してきまし

たが、今後は本格的な人口減少の進行が見込まれており、2040 年には、2020
年の 754.1 万人から約 47 万人減少し、707.1 万人になると推計されています。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 年齢構成別では、0 歳から 14 歳までの若年人口は、98.1 万人から 83.6 万

人の 14.5 万人減、15 歳から 64 歳の生産年齢人口は、「団塊ジュニア世代」の

高齢化に伴い減少幅が増大し、459.6 万人から 399.7 万人の 59.9 万人減と推

計される一方、65 歳以上の高齢人口は、188.3 万人から 223.8 万人の 35.4 万

人増と今後も増加が見込まれています。  

（資料）〜2015「国勢調査」（総務省）、2020「あいちの人口（2020 年 10 月 1 日現在（推計人口）」（愛知県）、
2025〜「日本の地域別将来推計人口（平成 30 （2018）年推計）」（国⽴社会保障・人口問題研究所） 

  注︓2020 年までの総人口には、年齢不詳を含むため、年齢区分の合計とは一致しない。 

◆ 年齢 3 区分別の人口推計（愛知県） 

1,555 1,447 1,237 1,121 1,081 1,069 1,065 1,023 981 932 891 856 836 812 

4,202 4,458 
4,785 

4,919 
4,915 

4,901 4,791 4,619 4,596 4,574 4,463 4,278 3,997 3,803 

462 547 656 819 1,020 1,249 1,492 1,761 1,883 1,950 2,006 

2,093 2,238 2,285 

6,222 6,455 6,691 
6,868 7,043 7,255 7,411 7,483 7,541 7,456 7,359 7,228 

7,071 6,899 

7.4 8.5 9.8

11.9
14.5

17.2 20.3

23.8
25.2 26.2

27.3
29.0

31.6

33.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1980 85 90 95 2000 5 10 15 20 25 30 35 40 45

（千人）

0-14歳 15-64歳 65歳- 高齢化率

(%) 



5 
 

○ また、これまで、出生数が減少する一方で、死亡数は増加しており、2016
年以降は、死亡数が出生数を上回っています。2019 年の出生数は 57,145 人、

死亡数は 69,932 人と、死亡数が 12,787 人多くなっていますが、今後、少子

化の進行とともに、「団塊の世代」（1947 年～1949 年生）が 90 代となる 2040
年に向けて、死亡数の増加する「多死時代」を迎えることでこの差が拡大し、

人口減少が進行していくものと見込まれます。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高齢化の進行） 

〇 「団塊の世代」が全て 65 歳以上となった 2015 年以降、高齢化の伸びは鈍

化するものの上昇を続け、本県の高齢化率は、2030 年には 27.3%、2040 年に

は 31.6%に達し、県民の 3 人に 1 人が高齢者になると推計されています。  
 
〇 また、65 歳以上の人口は、2020 年の 188.3 万人が、2030 年には 200.6 万

人、2040 年には 223.8 万人と、2020 年から 20%近く増加すると見込まれま

す。  
 
〇 なかでも、「団塊の世代」が 85 歳以上となる 2035 年頃までは、85 歳以上

人口の大幅な増加が見込まれており、2035 年には 53.5 万人と総人口の約 7.4%
に達します。あわせて死亡数も年々増加しており、今後の医療・介護の在り方

と関連して、こうした見通しには留意が必要となります。  
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（資料）「愛知県の人口動態統計（2019 年）」（愛知県） 

◆ 出生数・死亡数の推移（愛知県） 
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（地域別の人口動向） 

〇 全県的には人口減少が進む中、名古屋市のベッドタウンである尾張東部地

域や製造業が集積する西三河地域などでは、2045 年頃でも 2015 年の人口を

上回る市町村もあると見込まれています。一方、三河山間地域や知多半島南部

などでは、人口減少が急速に進むことが見込まれています。  
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（資料）〜2015「国勢調査」（総務省）、2020「あいちの人口」（愛知県）、2025〜「日本の地域別将来推計人口（平
成 30 （2018）年推計）」（国⽴社会保障・人口問題研究所） 

注︓2025 年以降は、年齢不詳があん分されている。 

◆ 高齢者人口の将来推計（愛知県） 
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（資料）「第 2 期愛知県人口ビジョン・ 
まち・ひと・しごと創生総合戦略）」（愛知県） 
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〇 また、2030 年の高齢化率（推計）を市町村別にみると、名古屋市近郊の 14
市町においては 25％以下に止まるものの、三河山間地域の市町村では 40％を

超える状況となり、地域別に高齢化の進行状況が異なっています。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
〇 今後、福祉・保健・医療に関する課題やニーズは、地域ごとに多様化してい

くと見込まれ、人口構造や地理的条件、産業構造、地域資源の状況など、各地

域の状況に応じた対応が重要となります。  
 

（平均寿命の延伸） 

〇 こうした人口動向は、主として平均寿命の延びと出生数の減少によっても

たらされています。  
 
〇 本県の平均寿命は、これまでの約 30 年で男女とも 5.5 年程度伸びており、

2019 年時点で男性 81.65 年、女性 87.25 年となっています。今後、2040 年

までの 20 年間で 2 年程度延伸し、全国の推計値として、男性 83.27 年、女性

で 89.63 年と推計されています。  
 
 

【2030 年】県全体 27.3％  【2045 年】県全体 33.1％  

◆ 市区町村別高齢化率 

（資料）「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」（国⽴社会保障・人口問題研究所） 
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〇 平均寿命は 0 歳児の平均余命であるため、実際には平均寿命よりも長く生

きる人が多く、令和 2 年版厚生労働白書によれば、2040 年時点で 65 歳であ

る人が 90 歳、100 歳まで生存する確率は、男性でそれぞれ 42%、6%、女性

で 68%、20%とみられ、「人生 100 年時代」が本格的に視野に入ってきている

と言えます。  
 
〇 また、本県の健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活

できる期間）は、2001 年から 2016 年の 15 年間で、男性で 2.5 年、女性で

3.8 年延伸しており、2016 年には、女性は 76.32 年で全国第 1 位、男性は

73.06 年で全国第 3 位と高い水準となっています。  
 
〇 平均寿命が延伸するなか、生涯を通して生き生きとした生活を送るために

は、健康寿命の延伸により、平均寿命と健康寿命の差の縮小を図ることが重要

となります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 平均寿命の推移・推計（愛知県・全国） 

（資料）愛知県「2019 年愛知県⺠の平均余命について」（愛知県） 全国 〜2015「完全生命表」（厚生労働省）、 
2020〜「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」（国⽴社会保障・人口問題研究所） 

73.06

71.65

71.74

81.26

80.40

79.62

65 70 75 80 85 90

2016年

2013年

2010年

男性

平均寿命 健康寿命

8.20年

8.75年

7.88
年

76.32

74.65

74.93

86.91

86.36

86.14

65 70 75 80 85 90

女性

平均寿命 健康寿命

11.21年

11.71年

10.59年

◆ 平均寿命と健康寿命の推移（愛知県） 

（資料）平均寿命「2018 年愛知県⺠の平均余命について」（愛知県） 
健康寿命「健康寿命及び地域格差の要因分析と健康増進対策の効果検証に関する研究」（平成 28〜30 年度）
（厚生労働科学研究） 

75.56

81.65（2019愛知県）80.78

87.25（2019愛知県）

74.78

81.41（2019全国）

83.27

80.48

87.45（2019全国）
89.63

74

79

84

89

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
愛知県（男性） 愛知県（女性） 全国（男性） 全国（女性）

（年）
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（少子化の進行） 

〇 1970 年以降、本県の出生数は、第２次ベビーブーム（1971 年～1974 年）

中である 1973 年の 125,395 人をピークに減少傾向となり、2019 年には現行

統計制度となった 1947 年以降最少の 57,145 人となっています。  
 
〇 また、本県の合計特殊出生率は 2019 年時点で 1.45 と、全国平均の 1.36 や

他の大都市圏（東京 1.15、神奈川 1.28、大阪 1.31）に比べ高い傾向にありま

すが、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、出生数の低下が懸念さ

れており、今後の出生動向に注視が必要です。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 少子化の背景には、未婚化・晩婚化、結婚に対する価値観の変化、若者の経

済基盤の不安定化、教育費等の経済的な不安、仕事と子育ての両立の難しさ等、

様々な要因が指摘されています。  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 15

合
計
特
殊
出
生
率

出
生
数

（万人）

（年）
出生数（愛知県） 合計特殊出生率（愛知県） 合計特殊出生率（全国）

1973年
出生数：125,395人（過去最多）

1971年
合計特殊出生率：2.28

2003年
合計特殊出生率：1.32
（過去最低）

2019年
出生数：57,145人
合計特殊出生率：1.45

（資料）「都道府県別人口の出生⼒に関する主要指標 昭和 45 年〜60 年」（厚生省人口問題研究所） 「人口動態統
計」（厚生労働省） 

◆ 出生数・合計特殊出生率の推移（愛知県） 

1.87

18.67
22.27

4.38

8.30
11.39

0

5

10

15

20

25

1975 80 85 90 95 2000 05 10 15

男性
⼥性

（年）

（％）

◆ 50 歳時の未婚割合の推移（愛知県） 

（資料）「国勢調査」（総務省） 
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○ 結婚した夫婦間の子どもの数も減少しており、完結出生児数※の平均（全国）

は、1975 年以降 30 年間にわたり 2.2 人前後で推移していましたが、2005 年

から減少傾向に転じ、2015 年には 1.94 人となっています。夫婦の理想子ども

数・予定子ども数についても、減少傾向にありますが、理想子ども数、予定子

ども数、完結出生数の間には差があり、出産の希望を実現する環境整備が望ま

れます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.9
27.7 27.9 28.0 28.2 28.6

29.7 30.3 30.8 31.0

24.3 24.7 24.9 25.4 25.9
26.8

27.8 28.4 29.0 29.1

22

24

26

28

30

32

1975 80 85 90 95 2000 5 10 15 19

夫
妻

（年）

（歳）

（資料）「人口動態統計」（厚生労働省） 

◆ 平均初婚年齢の推移（愛知県） 

10.5 
11.0 
12.4 
14.0 

16.9
17.6

21.5
26.3

51.3

0 10 20 30 40 50 60

保育サービスが整っていないから
⾃分や夫婦の生活を⼤切にしたいから

雇用が安定しないから
健康上の理由から

⾃分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから
⾃分や配偶者が育児の負担に耐えられないから

⾃分や配偶者が高年齢で、産むのが嫌だから
働きながら子育てができる職場環境がないから

子育てや教育にお⾦がかかりすぎるから

(％)

◆ 予定の子ども数が理想の子ども数を下回る理由 

（資料）「少子化に関する県⺠意識調査」（2018 年）（愛知県） 

2.57
2.48

2.41

2.17 2.07 2.03
1.8

2.3

2.8

2008 2013 2018

理想の子ども数

予定の子ども数
2.23

2.19 2.21 2.21
2.23

2.09

1.96
1.94

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

1982 87 92 97 2002 5 10 15

◆ 完結出生児数（全国） 

（資料）「出生動向基本調査」（国⽴社会保障・人口問
題研究所） 

◆ 平均理想子ども数・平均予定子ども数（愛知県） 

（資料）「少子化に関する県⺠意識調査」（愛知県） 

（人） （人） 
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２ 世帯の多様化、小規模化  

 
〇 本県の世帯構成（推計）について、世帯総数は 2020 年の 314.9 万世帯が

2040 年には 315.0 万世帯と概ね横ばいで推移しています。世帯累計では、単

身世帯は 109.4 万世帯から 119.5 万世帯と 10.1 万世帯の増加、夫婦のみの世

帯が 61.6 万世帯から 64.4 万世帯と 2.8 万世帯の増加と小規模な世帯の増加

が見込まれています。それに伴い、平均世帯人員も 2.39 人から 2.24 人にな

り、世帯規模が縮小していることがうかがえます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

〇 世帯総数に大きな変化がない中、世帯主が 65 歳以上の高齢者世帯数は、

2020 年の 106.7 万世帯から 2040 年の 125.6 万世帯と約 19 万世帯増加し、

なかでも単独世帯は、34.1 万世帯から 47.7 万世帯へと 1.4 倍の大幅増が見込

まれています。  
 
〇 今後は、一人暮らし高齢者の増加が見込まれ、家庭や地域における人とのつ

ながりや支え合いが希薄な高齢者世帯の増加、さらには孤独死の増加が懸念

されます。  
 

 

 

◆ 全世帯の将来推計（愛知県） 

（資料）「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（2019 年推計）（国⽴社会保障・人口問題研究所） 
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◆ 高齢者世帯（世帯主 65 歳以上）の将来推計（愛知県） 

（資料）「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（2019 年推計）（国⽴社会保障・人口問題研究所） 
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◆ 東京都監察医務院で取り扱った⾃宅住居で亡くなった単⾝世帯者数 

（資料）「年齢階級（5 歳階級）、性・世帯分類別異状死数（⾃宅死亡）、東京都特別区」（東京都監察医務院） 

（人） 
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３ 地域のつながりの希薄化  

 
〇 「血縁、地縁、社縁」といった家族・親戚、地域、勤め先との関係性が希薄

化しており、人口減少や共働き世帯の増加、地域における支え合いへの意識の

変化等により、地域社会の担い手が減少しています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 一方、定年退職後の高齢者が職域から地域に戻ってきますが、体力・意識の

両面で高齢者は若返っており、平均寿命が延伸し、高齢者が増加するなかで、

元気な高齢者には、地域社会の担い手としての役割が期待されます。  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（資料）「平成 30 年度体⼒・運動能⼒調査」（⽂部科学省） 

◆ 新体⼒テストの点数の推移 
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⼥性 

◆ 高齢者と近隣とのつながり状況 

（資料）2008 年以前「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」2014 年「高齢者の日常生活に関する意識調査」（内閣府） 

◆ 「高齢者とは何歳以上か」との質問への回答 

（資料）「高齢者の日常生活に関する意識調査結果」（2014 年）（内閣府） 

64.4 

59.5 

54.1 

52.0 

43.0 

31.9 

30.7

35.6

40.7

40.9

51.2

61.8

4.9

4.9

5.1

7.1

5.8

3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1988

1993

1998

2003

2008

2014

親しくつきあっている

あいさつをする程 度  

つきあいはほとんどしていない（ほとんどつきあいがない） 

つきあいがない 

分 からない・無 回 答  

3.8 4.0 2.1 1.1

18.3 14 10.8 6.4

48.3
46.7

42.3

29.1

14.7
19.7 27.4

27.9

9.7 10.7 10.8

18.4

0.7 0.5 0.7

2.5

4.5 4.4 5.9
14.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2004 2009 2014

65 歳以上 

70 歳以上 

75 歳以上 

80 歳以上 

60 歳以上 

85 歳以上 
年齢では判断できない・分からない等 



14 
 

４ 福祉・保健・医療を取り巻くニーズの増大、複雑化・多様化  

 

（要介護（要支援）認定者、認知症高齢者の増） 

〇 65 歳以上高齢者に占める要介護（要支援）認定者数は、2020 年は 16.6%の

31.2 万人ですが、高齢化の進行により、2025 年には、19.3%の 37.0 万人、

2040 年度には、20.0%の 43.1 万人と、2020 年度から 12 万人近い増加が見込

まれています。  
 
〇 また、認知症の有病率は高齢になるほど増加するため、高齢化の進行に伴い、

認知症高齢者の大幅な増加が見込まれています。厚生労働省が行った推計に

よると、全国では 2015 年の 525 万人が、「団塊ジュニア世代」が 65 歳にな

り始める 2040 年には、最大で約 953 万人に到達すると見込まれています。こ

の推計を本県に当てはめると、2015 年の約 27.7 万人が、2040 年には約 54.6
万人に増加すると見込まれます。  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会保障費の増大・医療福祉分野の就業者の増加） 

〇 高齢化の進行、医療の高度化、要介護高齢者の増加等を背景に、社会保障費

が増大しており、社会保障給付費の対 GDP 比は、1980 年から 2018 年にかけ

て 2.2 倍、2018 年度の社会保障給付費は全国で 121.5 兆円となっています。

今後も、2040 年にむけて 70 兆円近く増加すると推計＊されており、福祉・保

健・医療サービスの持続可能性が懸念されます。  

27.7万人 33.4万人
38.9万人 44.9万人

54.6万人
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◆ 認知症高齢者数の推計（愛知県） 

（資料）「第 8 期愛知県高齢者福祉保健医療計画」（愛知県） 
注 1 有病率︓厚生労働省⽼健局（2015 年 1 月 27 日公表「日本にお

ける認知症高齢者人口の将来推計に関する研究」による速報値 
注 2 認知症高齢者数の推計は、将来推計人口（65 歳以上）に上記有

病率を乗じた数値 

＊2040 年を⾒据えた社会保障の将来⾒通し（議論の素材）（内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省 H30.5.21） 
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（資料）「第 8 期愛知県高齢者福祉保健医療計画」（愛知県） 
  注︓第 2 号被保険者分は除く 

◆ 要介護（要支援）者数の推計（愛知県） 
(%) 

(%) (人) (万人) 
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〇 また、医療福祉分野の就業者数は、2019 年には 843 万人（就業者数全体に

占める割合 12.5%）と 2002 年の約 1.8 倍となっています。2040 年には 1,065
～1,068 万人（同 18.8～18.9%）へと大幅な増加が見込まれており＊、生産年

齢人口が減少する中、福祉・保健・医療サービスを提供する人材の確保が課題

となります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

◆ 社会保障給付費の推移 

（資料）「平成 30 年度社会保障費用統計」（国⽴社会保障・人口問題研究所） 
      図中の数値は、1980,1985,1990,1995,2000,2005,2010,2015,2018 について記載 

◆ 医療・福祉の就業者数の推移 

（資料）「労働⼒調査」（総務省） 
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（労働力と働き方の広がり） 

〇 生産年齢人口が減少するなか、女性や高齢者の労働参加が進んでおり、女性

の就労の増加によって、夫婦の働き方も、専業主婦世帯中心から共働き世帯中

心へと転換しています。また、民間企業に雇用されている障害のある人も増加

を続けています。  
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〇 「団塊の世代」が後期高齢者となる 2025 年を迎えるなか、介護と就労の両

立が課題となっており、特に 50 代の女性で介護をしながら就労している人が

多く、本県では毎年 4,000～5,000 人程度が介護を理由に離職をしています。

また、通院しながら働いている人も増加しています。  
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男性雇用者に占める割合 

⼥性雇用者に占める割合 

（資料）「愛知県の障害者雇用状況（令和 2 年 6 月 1 日現在）」（愛知労働局） 

注１︓雇用義務のある企業（45.5 人以上規模の企業）についての集計である。 
注２︓「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。 

2007 年以降 2010 年まで 
⾝体障害者（重 度⾝体 障害者 はダブルカウント）、知的障 害者 （重度知的障害 者はダブルカウント）、重度⾝体障害
者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者、精神障害者、精神障害者である短時間労働者、（精
神障害者である短時間労働者は 0.5 人でカウント） 

2011 年以降 
⾝体障害者（重度⾝体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、重度⾝体障害者であ
る短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者、精神障害者、⾝体障害者である短時間労働者（⾝体障害者で
ある短時間労働者は 0.5 人でカウント）、知的障害者である短時間労働者（知的障害者である短時間労働者は 0.5 人でカ
ウント）、精神障害者である短時間労働者（※）（精神障害者である短時間労働者は 0.5 人でカウント） 

注３︓法定雇用率は平成 30 年 4 月 1 日に 2.0％(50 人以上規模の企業）から 2.2％（45.5 人以上規模の企業）に改
定されている。

注４︓平成 30 年 6 月 1 日以降の精神障害者の数については、短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者について
は、１人とカウントしている。 

 ①届出年の 3 年前の年に属する 6 月 2 日以降に採用された者であること 
 ②届出年の 3 年前の年に属する 6 月 2 日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること 

◆ ⺠間企業における障害者の雇用状況 
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〇 短時間勤務や非正規雇用、変則勤務など様々な働き方が広がっていますが、

中には、不本意ながら不安定な仕事に就いている人や、無業の状態が継続して

いる人もいます。安定した就労は、結婚・出産の基盤となるものであり、また、

経済的に困窮する場合には、生活面からの支援も必要となります。  
 
〇 就労は、個人の生きがいや自己実現を図るために重要であるとともに、人口

減少が進行するなか、労働力確保の面からも、高齢者や女性、障害のある人の

一層の労働参加が望まれます。多様な働き方を福祉・保健・医療の面から支え

るとともに、子育て、介護、地域活動、治療等と両立できるワーク・ライフ・

バランスの推進が求められます。  
 

（外国人住民の増加、多国籍化） 

〇 本県の外国人住民数は、2008 年のリーマンショックや 2011 年の東日本大

震災により一時的に減少しましたが、2013 年には増加に転じ、2020 年 6 月

末に再度減少に転じたものの、依然として東京都に次いで 2 番目に多くなっ

ています。フィリピン人、ベトナム人など、アジア系を中心に多国籍化が進展

しています。また、在留資格では、永住者が増えるとともに、「技能実習」「留

学」なども増加しており、多様化が進んでいます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 県内の外国人県⺠数の推移 

（資料）「在留外国人統計」（法務省） 
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（個人や世帯の抱える課題の複合化、複雑化） 

〇 家庭や地域のつながりが希薄化し、社会経済情勢が複雑に変容するなか、個

人や世帯単位でいくつものリスクや課題を抱え、複合的な支援を必要とする状

況がみられ、対応が困難なケースが顕在化しています。  
 

〇 例えば、1 人の人や 1 つの世帯が、介護と育児に同時に直面する「ダブルケ

ア」の問題や、高齢の親と働いていない独身の子が同居している「8050 問題※」

などが指摘されており、対象者ごとの制度別の対応ではなく、複合的な課題を

包括的・総合的に支援していくことが求められます。  
 

５ 先進的技術の革新  

 

〇 情報通信をはじめとする技術革新は、これまで暮らしや働き方等に大きな

変化をもたらしてきました。今後も、様々な場面でのオンライン化、AI、IoT
※、ロボット等の技術革新がもたらす第 4 次産業革命※の進展により、福祉・保

健・医療分野でも、介護・リハビリ支援ロボットや医療機器など、新たな技術

やサービスの開発・実用化が期待されるとともに、ICT（情報通信技術）の浸

透が人々の生活をより良い方向に変化させる「デジタルトランスフォーメーシ

ョン※」の必要性が高まることが見込まれます。  
 
〇 こうした技術革新により、時間や距離、年齢等の制約から解放され、利便性

や効率性、暮らしの質を高めるとともに、生産年齢人口の減少により労働力の

確保が懸念される中、人々の働き方を変えていくことも想定されます。こうし

た先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解

決を両立していく新たな社会「Society 5.0※」の実現が期待されます。  
 

６ 災害・感染症リスクの増大  

 

〇 本県に甚大な被害をもたらすおそれがある南海トラフ地震が今後 30 年以

内に発生する確率は 70～80％とされており、発生の切迫性が高まっています。

加えて、気候変動の影響による豪雨の頻発化や台風の大型化、海面上昇などに

伴い風水害が激甚化していくことが懸念されます。  
 
〇 2019 年 12 月に確認された新型コロナウイルス感染症は、本県においても感

染が拡大し、県民生活、社会、経済の様々な面に大きな影響をもたらしています。

感染はいまだ収束しておらず、その動向を注視していくことが必要であるととも

に、今後も、新たな感染症の流行する可能性に留意することが必要です。 
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第３章 基本的な視点 

 

〇 前章で見たように、人口減少の進行や家庭や地域社会の変容、暮らしや働き

方の多様化などを背景に、生産年齢人口が減少するなか、福祉・保健・医療を

取り巻く課題やニーズが増大、複雑・多様化しており、福祉・保健・医療サー

ビスの持続可能性への懸念や、地域で共に支える社会の構築の必要性が高ま

っています。 

 

〇 限られた人的・物的資源を有効に活用し、福祉・保健・医療サービスのより

一層の充実を図りつつ、世代や分野を越えて多様な主体が参画し地域を共に

創っていく「地域共生社会」、そして一人ひとりがその人らしく活躍する「す

べての人が輝くあいち」の実現が求められます。 

 

〇 「地域共生社会」「すべての人が輝くあいち」を目指し、福祉・保健・医療

分野の様々な取組を進める上で共通して必要となる考え方を「基本的な視点」

として次のとおり整理しました。 

 

 視点１ 共に支え合う地域づくり  

〇 地域は、年齢、性別、家族構成、健康状態、経済状況、国籍、価値観等が

異なる多様な人が共に生活する場であり、子育てや子どもの育成、高齢者や

障害のある人の支援、健康づくり、人々の社会貢献や自己実現など、様々な

活動の基本となる場です。  

〇 単身世帯の増加や地域の担い手の減少等により、従来、家庭や地域に支え

られてきた支え合いの機能が弱まるなか、行政、住民、地縁組織、NPO、関

係団体等の多様な主体が地域で支え合うことが必要です。  

〇 そのためには、地域を構成する多様な構成員が、互いに違いを尊重し合う

とともに、地域の課題を一人ひとりが自らの問題としてとらえることが重要

となります。  

〇 「支える」「支えられる」という関係に固定されることなく、誰もが場面

に応じた役割を果たすことが求められます。  
 

 視点２ 本人・世帯を主体とした包括的支援  

〇 複雑・複合化する課題を抱える個人・世帯への支援にあたっては、既存の
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制度に当てはめるのではなく、本人・世帯の抱える課題をありのままに把握

し、個々の状況に応じた包括的な支援が必要となります。  

〇 その際には、一人ひとりを尊厳を持ったかけがえのない個人として尊重し、

その生き方や考え方、可能性に寄り添いながら、QOL の向上を目指してい

くことが求められるとともに、課題を的確に分析し、適切な支援につなげて

いく役割・しくみが重要になります。  
 

 視点３ 予防・早期対応の重視  

〇 予防、早期対応により個々の課題の重度化、複雑・困難化を防ぐことは、

一人ひとりの QOL の維持・向上はもとより、医療や介護等に要する費用の

伸びを緩やかにすることにもつながります。  

〇 そのためには、健康づくりや介護予防など、一人ひとりが予防に努め、様々

なリスクに備えることが重要となります。  

〇 また、不安を抱える子育て家庭への支援が児童虐待予防となり、心身の不調

への早期支援が自殺予防となるように、支援を要する人・世帯の孤立を防ぎ、

小さな異変や不調に早期に気付くことができる関係や環境が求められます。 

〇 小さな異変や気付きが解決が困難な状態となる前に、適切な支援につなげ

る役割・しくみが重要となります。  
 

 視点４ 適切な役割分担と連携  

〇 持続可能性への懸念が高まる中では、限られた資源で効率的にサービスを

提供できるしくみが重要となります。  

〇 そのためには、市町村・県・国の行政機関をはじめ、福祉施設・サービス

事業者や医療機関、住民、地域、社会福祉協議会、ボランティア、NPO、企

業等、多様な主体の役割分担とともに、それぞれのサービス提供体制の中で

も、適切な機能分化と連携（機関ごとの役割分担や連携、専門職と補助者の

役割分担等）が重要となり、適切な役割分担は、支援の担い手への過度な負

担の集中を防ぎ、働きやすさにもつながります。  

〇 役割分担の過度の細分化や硬直化により、かえって縦割りが生じてしまう

可能性もあり、それぞれの役割を踏まえたうえで、連携の強化と柔軟な対応

が求められます。  
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第４章 主要な施策の方向性 

（施策体系） 

本章第 1 節では、「共に支え合う地域づくり」として、分野横断的な包括的支

援や共に支える意識の醸成など、地域共生社会を実現する上で共通して必要な

取組について位置づけるとともに、第 2 節では、「安心・安全なくらしを支える

サービスの充実」として、子ども・子育て、健康寿命の延伸、医療・介護提供

体制の確保、障害者支援の各分野の施策の一層の充実を図り、福祉・保健・医

療が一体となった取組を推進していきます。  
 

第 1 節 共に支え合う地域づくり  第 2 節  
安心・安全なくらしを支える 

サービスの充実 

 (1)分野にとらわれない包括的 

支援の推進 

 

 

 

(2)一人ひとりの尊厳を尊重した 

社会づくり 

 

 

 

(3)地域を支え活躍する人づくり 

 

 

 

(4)共に支える意識の醸成と 

環境づくり 

   

  1 子ども・子育て支援  

 

 

(1)結婚出産を支える基盤づくり 

(2)子ども・子育て家庭への切れ目ない支援 

(3)配慮が必要な子ども・子育て家庭への支援 
  

  2 健康寿命の延伸  

 

 

(1)生活習慣の改善による健康づくり 

(2)疾病予防・重症化予防 

(3)フレイル予防・介護予防・認知症予防 

  

  3 医療・介護提供体制の確保  

 

 

(1)質の高い医療を受けられる体制の確保 

(2)高齢化に対応した 

医療・介護提供体制の確保 

(3)医療・介護を支える人材の確保 

(4)大規模災害や感染症への備え 
  

  4 障害者支援  

 

 

(1)障害のある人の生活支援 

(2)障害のある人が活躍できる機会の充実 
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第１節 共に支え合う地域づくり 

（地域福祉課） 

〇 かつてわが国では、家族や親族間での助け合いや地域での相互扶助により、

子育てや介護を始めとする日常生活上の悩みや様々な生活課題等を抱えた

人々の暮らしを互いに支え合ってきました。  
 
〇 しかしながら、近年、核家族化や高齢化、人口減少等を背景に、人々の意識

も多様化し、家庭機能の低下や地域におけるつながりの希薄化など支え合い

機能の脆弱化が指摘されています。また、人口減少の本格化に伴い、地域を支

える担い手の不足も懸念されています。  
 
〇 一方、個人や世帯が抱える課題やリスクは複合化、多様化し、高齢者・子ど

も・障害のある人といった従来の福祉が前提としてきた対象者の属性だけで

はとらえきれない事例が指摘されています。  
 
〇 これらの課題やリスクに包括的に対応し、支援を提供する体制の整備が求

められており、2017 年及び 2020 年の社会福祉法改正により、「地域共生社会」

の実現をめざして、市町村において包括的な支援体制づくりに努めることと

され、国及び都道府県においても市町村における体制整備に必要な援助を行

うこととされました。  
 
〇 こうした包括的支援体制の構築にあたっては、行政を始め住民や企業など

地域社会を構成する多様な主体が一体となって取り組むことが必要です。近

年、NPO 活動や企業の社会貢献活動が拡大していますが、人生 100 年時代の

到来を迎え、地域づくりにおける元気な高齢者の活躍にも期待が寄せられて

います。  
 
〇 誰もが尊厳を持ったかけがえのない個人として尊重され、安心して地域で

生活することができるよう、福祉・保健・医療サービスのより一層の充実を図

りつつ、多様な主体が参画し、地域で共に支え合う社会「地域共生社会」の構

築が必要となっています。  
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（1） 分野にとらわれない包括的支援の推進  

 

【現状と課題】 

（地域福祉課、高齢福祉課、医務課、福祉局全課（居住環境部分）、県民文化局、建築局） 

〇 複合化、多様化する課題やリスクに対応していくためには、福祉、保健、医

療、教育、労働等の様々な機関の連携による分野横断的な包括的支援の提供が

重要となります。生活困窮者自立支援、ひきこもり対策、自殺対策等は、多分

野との連携がとりわけ重要視されてきた施策であり、身近な市町村において、

こうした包括的支援の取組を広げ、世代や支援ニーズの内容に関わらず、一元

的に相談を受け止め、関係機関と連携し、必要な社会資源を開発していくこと

が求められます。  
 
〇 また、家庭や地域のつながりや支え合いが希薄化する中、地域社会から孤立

する人や世帯の増加が危惧されますが、孤立により支援の必要性に気付かれ

ないまま、問題が深刻になってしまうことが懸念されます。特に、今後は一人

暮らし高齢者の急増が見込まれており、地域包括支援センターや社会福祉協

議会をはじめ、地域住民や民生委員、NPO 法人、民間事業者など、多様な主

体が連携して、支援を必要とする人や世帯の孤立を防ぐ取組を進めることが

必要です。  
 
〇 生活困窮に至る背景としては、就労や心身の状況、家族や地域社会との関係

性等、様々な要因が想定され、多様で複合的な課題を抱えている場合も多々見

受けられます。このため、自立支援にあたっては、心身の不調への対応、家計

管理、就業支援、住まいの確保等、一人ひとりの状況に応じた包括的な支援が

必要となります。  
 
〇 2015 年に始まった「生活困窮者自立支援制度」は、複合的な課題を抱える生

活困窮者が「制度の狭間」に陥らないようにするため、生活困窮という状態に着

目して、対象者の属性に関わりなく、生活保護に至る前の支援を包括的に行う仕

組みであり、地域共生社会の中核的な役割を担うことが期待されています。 

 
〇 また、「ひきこもり」は、様々な要因の結果として、就学や就労等の社会参

加を回避し、自宅以外での生活や活動の場が長期にわたって失われている状

態であり、本人や家族の抱える課題は、対人関係や進学の悩み、就労の困難さ、

心身の不調、生活困窮、地域社会からの孤立等、年齢や状況により多岐にわた

ります。  
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〇 本県では、県精神保健福祉センターに設置している「あいちひきこもり地域

支援センター※」や保健所において、市町村を始めとする関係機関と連携し、

本人及び家族への相談支援を行っていますが、近年はさらに、ひきこもりの長

期化や、それに伴う本人や親の高年齢化により、いわゆる「8050 問題」も指

摘されており、複合化・困難化した課題を抱える本人や家族の状態に応じた身

近な市町村における包括的な支援が求められます。  

 
〇 また、自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労や生活困窮、育

児や介護疲れ、いじめや孤立等をはじめ、様々な社会的要因があることが指摘

されており、自殺はその行為そのものだけでなく、そこにいたるプロセスとし

てとらえることが必要です。  
 
〇 WHO（世界保健機関）は、「自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な

問題」であると明言しており、自殺対策は社会・経済的な視点を含む生きるた

めの包括的な支援として、保健、医療、福祉、教育、労働等の様々な分野の施

策、人々や組織が密接に連携して取り組む必要があります。  
 
〇 また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等の増加

により、生活困窮者支援制度へのニーズが急増しています。とりわけ、複合的

な課題を抱えている人は、景気変動や災害の発生等の影響も受けやすく、生活

困窮を始めとする様々な要因による自殺リスクの高まりも懸念されているな

ど、社会経済情勢に応じた迅速な対応が求められます。  
 
〇 本県には、東京都に次いで全国で 2 番目に多い外国人県民が生活しており、

近年、定住化や永住化、居住地域の広がり等により、身近な存在になっていま

す。日本で子どもを産み育てる人の増加とあわせ、高齢化も進んでおり、言葉

や文化・生活習慣の違いから生じる外国人特有の課題への支援とともに、子育

てや介護、医療など、ライフステージに応じた切れ目ない支援が求められてい

ます。  
 
〇 矯正施設※入所者等の中には、高齢や障害等により、地域で自立した生活を

営むことが困難であるにもかかわらず、出所後すぐに住まいの確保や福祉的

な支援が得られないことで、再犯に至る人がいます。入所中から、地域生活定

着支援センター※や保護観察所※をはじめ、福祉・医療・法務等の関係機関が

連携し、安定した地域生活が継続できるよう、生活全般にわたる包括的な支援

が求められます。  
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〇 さらに、子育て世帯、高齢者、障害のある人等、支援が必要な人の多くに共

通する課題もあります。  
中でも、住まいは、安定した地域生活に不可欠な基盤であり、高齢者、障害

のある人、子育て世帯、生活困窮者等のいわゆる「住宅確保要配慮者」には、

バリアフリー化や適切な広さ、家賃負担等の配慮や支援が求められますが、需

要に応じた安定した供給が課題となっています。持ち家や賃貸住宅といった住

宅に、居住に関する福祉サービス等をあわせて提供することで、個々の状況に

応じた適切な居住環境の確保を図ることが必要です。  
 
〇 災害が発生した場合には、高齢者や障害のある人、妊産婦や乳幼児のいる家

庭、外国人県民等のいわゆる「災害時要配慮者」は、正確な情報伝達や状況判

断、迅速な避難行動、避難所の生活等において配慮が求められ、身近な地域に

おいて平常時からその特性に応じた備えの充実を図ることが必要です。災害

時には、地域課題がより鮮明になり、日ごろからの地域での交流や支え合いが、

非常時の安心につながります。  
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【主要な施策の方向性】 

 
（重層的支援体制※の整備等） 

〇 地域住民等からの多様な相談の包括的な受け止めや、社会とのつながりの

回復支援、地域社会からの孤立防止や居場所づくり等、複合・複雑化した支援

ニーズに対応する包括的な支援体制が構築されるよう、人材育成、必要な助言、

情報の提供等を行い、市町村における重層的支援体制の整備を支援します。（地

域福祉課）  

〇 なかでも、一人暮らし高齢者等が地域で孤立することなく安心して生活でき

るよう、介護予防や生きがいづくりに加え、民生委員による訪問や見守り、生活

支援サービスなど、市町村において、住民、NPO、民間企業等の多様な主体によ

るサービス提供やネットワークづくりが円滑に実施されるよう支援します。  

（高齢福祉課）  

〇 市町村地域福祉計画に関して、策定にあたっての必要な知識や他市町村の

状況等について情報提供を行うなど、全ての市町村において計画の策定や充

実が図られ、地域の実情に応じた地域福祉が推進されるよう支援します。（福祉

総務課）  

（生活困窮者への包括的な支援） 

〇 生活保護制度をはじめ、ひとり親家庭や児童福祉施策、高齢福祉施策、障害

保健福祉施策、自殺対策、ひきこもりの人への支援等、関係する施策や機関と

の連携を図りながら、必要な支援を届けるアウトリーチの視点も取り入れ、生

活困窮者の自立に向けた人的支援を包括的に提供します。（地域福祉課、福祉局全課、

医務課）  

〇 継続的な相談支援とあわせ、住まいの確保や就労に向けた支援、家計改善支

援、一時的な資金貸付等により、生活保護にいたる前から、きめ細やかな支援

を実施し、事態の長期化や深刻化を防ぎ、早期の社会生活および日常生活の自

立を支援します。（地域福祉課）  

 

〇 貧困の連鎖を防ぐため、保護者の生活支援や就労支援とあわせ、教育支援や

地域における学習支援、子ども食堂をはじめとする居場所づくり等、生活困窮

世帯の子どもの健やかな成長を支援するための取組を推進します。（地域福祉課、

教育委員会、労働局）  

〇 高齢化や期間の長期化、自立意欲の低下等の傾向が懸念されるホームレス

の人についても、生活困窮者自立支援制度や生活保護制度などにより、自立支

援を推進します。（地域福祉課）  
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（ひきこもり状態にある人への支援） 

〇 ひきこもり状態にある本人やその家族の心理的不安や負担感の軽減をはか

るため、県精神保健福祉センターや保健所のみならず、身近な市町村において

も、ひきこもり相談窓口を明確化し、福祉・保健医療・教育・就労等の関係機

関と連携しながら、相談者のニーズに応じたきめ細かい支援を提供します。  
（医務課）  

〇 県精神保健福祉センター及び保健所が協力し、市町村に対し精神保健の視

点を踏まえた技術的支援を行うとともに、相談にあたる人材の資質向上を図

ります。また、県精神保健福祉センターに設置された医療・法律・心理・福祉・

就労支援等の多職種から構成されるチームによる、より専門的な支援を提供

します。（医務課）  

 

（自殺対策の推進） 

〇 市町村を始めとする保健・医療・福祉・教育・就労等の関係機関と連携し、

就学期から高齢期までの各ライフステージに応じた自殺防止の取組を総合的

に推進するとともに、生活困窮者など自殺リスクの高いとされる方々への対

策を実施します。（医務課）  

 

〇 県精神保健福祉センターや保健所において、こころに悩みを抱える人の相

談支援を行うとともに、市町村等が行う自殺対策に対する支援や関係機関に

おける相談対応職員の資質向上を図ります。とりわけ、社会情勢等の影響によ

り、自殺リスクの高まりが懸念される場合には、県民への啓発や相談体制の充

実・強化を図るなどリスクの低減に努めます。（医務課）  

 

（外国人県民が安心して暮らせる環境づくり） 

〇 日本語教室への支援など地域の中で世代を問わず日本語を学ぶことができ

る体制の充実を図るとともに、出産・子育て支援の充実や介護をはじめ、高齢

や障害のある外国人県民への対応の検討、通訳や情報提供等による医療機関

の利用促進など、ライフステージに応じた生活支援を推進します。（県民文化局、

子育て支援課、高齢福祉課、医務課）  

  
愛知県多文化共生シンボルマーク 

世界を表す地球を擬人化して表現し、その周

辺には手をつないだ人々を配して互いの文化

を理解しあっている様子を表現しています。 
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（福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者等への支援） 

〇 地域生活定着支援センターを中心に、矯正施設や保護観察所、地域の保健医

療・福祉関係機関と連携し、矯正施設等の入所中から帰住先のコーディネート

や福祉サービス等の利用手続等、出所後の地域生活の調整を行うとともに、出

所後の継続的な支援により地域生活への定着を図ります。（地域福祉課）  

 
〇 市町村の自立支援協議会※等や、地域包括支援センター※や障害者基幹相談

支援センター※等の相談機関、社会福祉協議会、福祉事業所等の保健医療・福

祉関係機関との情報交換や事例検討等を通して、地域のネットワークづくり

を推進します。（地域福祉課、障害福祉課、高齢福祉課）  

 
（適切な居住環境の確保） 

〇  既存住宅のバリアフリー化やサービス付き高齢者向け住宅等のバリアフリ

ー対応住宅の供給を促進するとともに、公営住宅団地への子育て支援施設の

併設や多文化共生等に活用できる集会所等の整備、グループホームとしての

活用など、福祉ニーズを踏まえた居住環境の整備等を推進します。（建築局、高齢

福祉課、障害福祉課、子育て支援課、児童家庭課）  

〇  住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間の賃貸住宅の登録促進や情報発信、

居住支援法人※による住宅の入居者への相談や生活支援、公的賃貸住宅におけ

る優先入居の推進などを通して、安心して入居・居住できるよう支援を推進し

ます。（建築局）  

 
（災害時要配慮者への支援の推進） 

〇 災害時要配慮者の把握及び特性に応じた避難行動の支援や、避難所におけ

るバリアフリー化や福祉避難所※の確保等、市町村における要配慮者支援体制

の整備を推進します。（地域福祉課、防災安全局）  

 
〇 発災時の情報伝達や避難所におけるコミュニケーション等が円滑に図られ

るよう、避難所でも活用できるコミュニケーション支援アプリの運用等、障害

の特性に応じたコミュニケーション手段の利用や、認知症の特性を考慮した

災害時支援モデルの構築、多言語による支援や「やさしい日本語※」の普及な

ど、要配慮者それぞれの特性に応じた支援を推進します。（地域福祉課、障害福祉課、

高齢福祉課、県民文化局）  
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（2）一人ひとりの尊厳を尊重した社会づくり  

 

【現状と課題】 

（地域福祉課、障害福祉課、高齢福祉課、児童家庭課、感染症対策課、医務課、県民文化局）  

〇 地域社会の構成員が多様化するなか、誰もが孤立することなく地域の一員

であると感じられるためには、年齢、性別、心身の状態、職業、国籍などの相

違や多様な価値観を認め合い、誰もが差別や偏見により地域社会から疎外さ

れることなく、一人ひとりが尊厳を持ったかけがえのない個人として尊重さ

れることが必要です。  
 
〇 しかし、今なお、不当な差別的取り扱いや偏見は存在しており、人権に関す

る継続的な教育や啓発が必要です。なかでも、昨今、「障害」の捉え方が転換

され、日常生活や社会生活を制限・制約する社会の制度や慣行等の「社会的障

壁」を取り除くことが求められています。本県では、この趣旨を踏まえ、2015
年 12 月に「愛知県障害者差別解消推進条例」を制定し、差別解消に向けた取

組を進めています。  
 
〇 また、今般の新型コロナウイルス感染症の感染が広がる中で、感染症患者や

家族だけでなく、治療にあたる医療従事者や介護を行う社会福祉施設等職員

への偏見や差別が課題となっています。  
 
〇 認知機能の低下や障害等により、判断能力が十分でなかったり意思決定が

困難な場合には、権利擁護支援が必要となります。今後、認知症高齢者や高齢

者単身世帯の増加により、支援ニーズの増加が見込まれており、2016 年には

「成年後見制度等の利用の促進に関する法律」が施行されました。安心できる

日常生活の支援と権利擁護の推進が必要であるとともに、ケアの提供者等に

は本人の意思をできる限り丁寧にくみ取ることが求められています。  
 
〇 子どもに対する虐待や、高齢者や障害のある人に対する福祉サービスの提

供者や家族等による虐待、配偶者に対する暴力（DV※）等は、重大な人権侵害

であり、これらの防止は、尊厳の保持にとって非常に重要です。市町村をはじ

めとする関係機関の連携により、未然防止や発生時の迅速な対応、再発の防止

を図る必要があります。  
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【主要な施策の方向性】 

 
（人権教育・普及の推進） 

〇  女性、子ども、高齢者、障害のある人、同和問題（部落差別）、外国人、感染

症患者、犯罪被害者、ホームレス、性的少数者等の人権に関する重要課題をは

じめ人権問題を正しく理解し、人権尊重の精神を日常生活に生かしていける

よう、家庭や地域社会、学校、企業等の幅広い場における教育や啓発に継続的

に取り組むとともに、インターネットを用いた悪質な差別事象など、社会環境

の変化や人々の意識、価値観の変化に伴い生じる新たな人権問題への的確な

対応を図ります。（県民文化局、感染症対策課、福祉局全課）  

 
〇   地域社会の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる隣保館※に

おいては、開かれたコミュニティセンターとして、相談事業や地域交流事業等

が行われており、自治組織や、生活困窮者自立支援の実施機関を始めとする福

祉、人権、文化等に関する組織との連携を図りながら、多様な社会資源のひと

つとしての役割を果たしていけるよう適切に対応していきます。（地域福祉課、県民

文化局）  

（障害のある人への差別解消に向けた取組の推進） 

〇  「職員対応要領※」に基づき、県職員一人ひとりが適切な対応を図るとともに、

既存の県のすべての相談窓口での相談対応、県内 7 か所の福祉相談センターと

県精神保健福祉センターに設置した広域的相談窓口での市町村への支援等に

より、障害のある人からの相談に的確に対応し、紛争等の防止を図ります。  

（障害福祉課）  

〇  県障害者虐待防止・差別解消推進協議会※により、地域の関係機関等との連

携を推進するとともに、市町村における障害者差別解消支援地域協議会の設

置促進を図ります。あわせて、不当な差別的取り扱いを受けた障害のある人か

らの求めがあった場合には、事業者への助言、あっせん、指導等を行います。  
（障害福祉課）  

〇 今後の「障害者差別解消法」の改正動向を踏まえ、「愛知県障害者差別解消

推進条例」の見直しについても、これまでの実績や障害のある人及び障害者団

体の御意見をもとに検討を進めます。（障害福祉課）  

 
（新型コロナウイルス感染症への理解促進） 

〇  2020 年 10 月に制定した「愛知県新型コロナウイルス感染症対策推進条例」

に基づき、適切な情報発信による必要な知識の普及や理解促進、風評被害の防
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止等を図るとともに、感染症の患者及びその家族、医療従事者等の人権が損な

われることがないよう努めます。（感染症対策課）  

 
（権利擁護の推進） 

〇  「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」「障

害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」（いずれも厚生労

働省）を踏まえ、認知症の人や障害のある人の支援に関わる人が、本人の意思

を丁寧にくみ取り、個々に応じた意思決定支援を行うことができるよう、人材

育成を推進します。（障害福祉課、高齢福祉課）  

 
〇  社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業※や成年後見制度※の利用

を促進するとともに、家庭裁判所や法律専門職団体等とも連携し、市町村にお

ける医療、福祉、法律専門職団体からなる地域連携ネットワークづくりの支援

を推進します。（地域福祉課、高齢福祉課、障害福祉課）  

 
（適正な事業運営の確保等） 

〇  福祉サービスの利用希望者への情報提供や、サービス評価や苦情解決などの

サービスの選択・利用を支援する仕組みの充実や制度の周知、利用促進を図り

ます。また、法人や施設、事業所に対する適切な指導・監査、専門的人材の養

成等による適切なサービスの提供基盤の確保等に努めます。（地域福祉課、監査指導室）  

 
（子どもや高齢者、障害のある人への虐待の防止） 

〇  「愛知県子どもを虐待から守る条例」に基づき、子どもの人権が尊重され、

子どもが健やかに成長できるよう、児童虐待の予防、早期発見及び早期対応、

虐待を受けた子どもへの援助とその保護者への指導や援助、子どもを虐待か

ら守るための人材育成等に取り組みます。（児童家庭課）  
 
〇 市町村職員や福祉事業所職員等、高齢者や障害のある人への虐待に対応す

る人材の養成、資質の向上を図るほか、広く県民に理解の促進、虐待防止に関

する意識の啓発を図ります。（障害福祉課、高齢福祉課）  

 
〇 障害者虐待防止法に基づく「県障害者権利擁護センター※」と「市町村障害

者虐待防止センター※」を中心に関係機関とのネットワークの整備を推進しま

す。（障害福祉課）  
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（DV 防止・被害者支援） 

〇  早い段階から DV に対して正しい認識を持てるよう、若い世代に対しても DV
防止に関する啓発を行うなど、男女を問わず配偶者等からの暴力を許さない

県民意識の醸成を図ります。（児童家庭課、県民文化局）  

 

〇 女性相談センターを中心とした相談支援体制の充実を図るとともに、被害

者の状態に応じた安全な保護体制の確保、子どもも含めた被害者の自立に向

けた心理面・生活面での支援の提供等、市町村や児童相談センター、警察、民

間団体等との連携を図りながら、相談から保護、自立まで切れ目ない支援を推

進します。また、被害者の多国籍化に対応するため、多言語による支援を提供

します。（児童家庭課、県民文化局）  
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（3）地域を支え活躍する人づくり  

 

【現状と課題】 

（地域福祉課、高齢福祉課、県民文化局）  

〇 包括的な支援体制の構築にあたっては、行政や福祉・医療等関係者はもとよ

り、住民や自治会等の地縁組織、ボランティア、NPO、社会福祉協議会、企業

等の多様な主体の参画が不可欠です。  
 
〇 その際には、行政や専門職は専門的なケアや高度な支援を必要とするケー

スへの対応、地域住民やボランティア等は、より身近で日常的な交流や現場の

専門職のサポートなど、それぞれの特性を活かした役割分担を図りながら、協

働していくことが求められ、地域づくりを担う人材の育成が必要です。  
 
〇 人生 100 年時代を迎え、退職後の時間が長くなる中、退職後の高齢者に、

地域づくりの担い手としての役割が期待されています。一方、60 歳以上の高

齢者のうち、約 6 割は特に社会的活動を行っていないとの調査結果もあり、  
高齢者の社会参加の促進を図るとともに、地域づくりの中心的役割を担う人材

の育成を行う必要があります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 また、NPO 法人の約半数が、「保健・医療・福祉」「子どもの健全育成」を

活動分野としており、地域における支え合いの重要な担い手として、地域に密

着した課題への柔軟な対応が期待されています。  
 
  

（資料）「平成 30 年度高齢者の住宅と生活環境に関する調査」（内閣府） 

◆ 高齢者が現在⾏っている社会的な活動 

26.5

17.5

5.7

3.4

2.6

3.2

60.1
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⾃治会、町内会などの⾃治組織の活動

趣味やスポーツを通じたボランティア・社会奉仕などの活動

まちづくりや地域安全などの活動

生活の支援・子育て支援などの活動

伝統芸能・工芸技術などを伝承する活動

その他

特に活動はしていない

（％）
全体（n=1,870)
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【主要な施策の方向性】 

 
（住民の地域活動への参加促進） 

〇 社会活動や地域貢献に意欲のある方々に、保育や介護の現場で専門職をサ

ポートする役割を担っていただけるよう支援し、福祉現場における支援者の

役割分担を推進します。（高齢福祉課、子育て支援課）  

 
〇 地域における子育てを支援する子育てネットワーカー※や健康づくりに関

する取組を推進する健康づくりリーダー※を養成するなど、住民の地域活動へ

の参加を促進するとともに、地域づくりを担うボランティアとの協働を推進

します。（子育て支援課、健康対策課、教育委員会）  

 
〇 元気な高齢者が地域で活躍できるよう、就労やボランティア活動等に関す

る一体的な支援の提供や、多世代交流を通じた地域活動への参加促進等につい

て試行的に取り組み、県内市町村への拡大を図ります。  
また、シルバー人材センター※における就労機会の確保や技能講習等の取組

を推進します。（高齢福祉課、労働局）  

 
〇 「あいちシルバーカレッジ※」の充実を図ることにより、高齢者に対して、

地域活動の実践につながる学習機会を提供するとともに、地域の社会活動の

中核となる人材の育成を推進します。（高齢福祉課）  

 

（地域づくりを担う団体への支援） 

〇 社会福祉協議会が、ボランティアや民生委員・児童委員の活動推進、社会福

祉法人・施設等への支援等を始めとする様々な地域福祉活動を推進し、共に支

え合う地域づくりの中核的な組織としての役割を果たせるよう支援します。  

（地域福祉課）  

〇 多様な主体が参画する地域づくりにおいて、重要な役割を担うことが期待

される NPO に対し、研修会の開催等を通じて、資金調達力の向上や組織基盤

の強化を図るとともに、ホームページによる情報提供を行うなど、必要な支援

を行います。（県民文化局）  
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（4）共に支える意識の醸成と環境づくり  

 

【現状と課題】 

（福祉局全課、健康対策課、労働局、建築局、県民文化局、教育委員会）  

〇 地域社会は、世代や属性、心身や世帯の状況、国籍等が異なる人々が、共に

生活する場であり、こうした背景から生まれる価値観もまた多様化していま

す。  
 
〇 こうした中、地域住民や地域の様々な主体が参画し、世代や分野を超えてつ

ながり合い地域をともに創っていく「地域共生社会」を実現するためには、若

い世代を含む県民一人ひとりが、こうした多様性に理解を深め、相互に支え合

う意識を持つことが不可欠です。  
 
〇 このため、障害のある人や認知症の人、様々な疾患の患者、外国人県民など、

地域を構成する多様な人々への理解を深める取組を推進するとともに、子育

てや介護、健康づくりや病気の療養等を社会全体で支えることができるよう、

支え合いの機運を醸成することが必要となっています。  
 
〇 なかでも、企業における取組は、従業員等の理解促進やサービスの向上が、

多様な人々の安心や暮らしやすさにつながるとともに、企業活動を通して幅

広い人々への発信が期待されるなど、社会全体の機運醸成のためには、行政や

健康福祉分野の団体等はもとより、企業等と一体となった取組の推進が求め

られます。  
 
〇 あわせて、多様な社会参加のためには、誰もが安心して気軽に外出できる、

人にやさしい環境が重要です。  
道路や公共交通機関、公共施設や商業施設の建物、公園等、多くの人が利用

する施設が誰にとっても使いやすいものであるためには、段差の解消やエレベ

ーターの設置等のハード面でのバリアフリー化とあわせ、利用者への接遇やス

ロープ板の適切な操作等といったソフト面での対応の推進が必要です。  
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【主要な施策の方向性】 

 
（共に支え合う意識の醸成）  

〇 WEB サイト等を活用した情報発信、関係機関と連携したイベントやキャン

ペーン、研修会の開催等を通じて、障害のある人や認知症の人、様々な疾患の

患者、外国籍の人など地域社会を構成する多様な人々についての理解の促進

を図ります。また、子育てや介護、児童虐待の防止などについて、社会全体で

支え合い見守ることの重要性について、県民一人ひとりの意識の啓発を行い

ます。また、これらの取組を通して、様々な世代が健康福祉に関する学びを深

められるよう、こうした機会についての情報発信を行います。（高齢福祉課、児童家

庭課、子育て支援課、障害福祉課、健康対策課、県民文化局、教育委員会）  

〇 児童生徒の発達段階に応じて、高齢者など地域の人々と協働することの必

要性や高齢者との関わり方、高齢者の尊厳と自立生活の支援等について理解

を促進し、地域社会を形成する人々の多様性を尊重した人間性豊かで寛容な

心を育みます。（教育委員会）  
 
〇  小・中・高校生を対象とした「福祉実践教室※」の推進等、市町村社会福祉協

議会における福祉教育の普及促進を図るとともに、介護、障害、児童福祉施設

等の見学会や体験学習等を通じて、高校生の福祉や介護に対する理解の促進

を図ります。（地域福祉課、高齢福祉課、教育委員会）  

 
〇 障害のある人や認知症の人への理解を促進するため、県とのパートナーシ

ップ制度※の運用等を通じて、企業等との連携の推進を図ります。また、市町

村や協賛企業等と連携し、社会全体で子育てや健康づくりを応援する機運の

醸成を図ります。（障害福祉課、高齢福祉課、子育て支援課、健康対策課）  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ヘルプマーク普及パートナーシップ制度」 
ヘルプマークの普及啓発に御協力いただける民間事業者

（企業・法人・団体）を、県で「ヘルプマーク普及パート

ナー」として登録し、県の web ページにて、企業名や先進

的な取組事例を紹介します。 

「あいち認知症パートナー企業・大学」 
認知症に理解の深いまちづくりに「じぶんごと」として取

り組み、その取組内容を宣言していただく企業や大学等を

「あいち認知症パートナー企業・大学」として登録し、県

の web ページにて企業名や取組内容を紹介し、県主催のイ

ベントでの PR を行います。 

ヘルプマーク：義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、
外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としてい
ることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が平成 24 年 10 月に作成。 



38 
 

〇 従業員のワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業の登録拡大を図

るなど、子育てや介護、治療、地域活動等を行いながらも安心して働き続けら

れる職場環境づくりを推進します。また、健康経営※に取り組む企業の登録制

度を運用するなど、健康づくりを推進する社会環境づくりに取り組みます。  
（労働局、健康対策課）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人にやさしい街づくりの推進） 

〇 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、「人にやさしい街づ

くりの推進に関する条例」に基づき、生活関連施設を結ぶ道路の歩行空間のバリア

フリー化の推進とともに、建築物、道路、公園、公共交通機関等のハード面とソフ

ト面が一体となったバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の促進を図ります。）  

  

「愛知県健康経営推進企業」 
健康経営を推進する企業・団体を「愛知県健康経営推進企

業」として登録し、県の web ページにて企業名や取組を紹

介します。あわせて、年１回、優れた取組を行っている法

人の表彰を行っています。 

「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」 
社員が仕事と生活の調和を図ることができるよう積極的に取

り組んでいる企業を「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」

として登録し、県の web ページにて企業名や取組を紹介しま

す。ワーク・ライフ・バランス普及コンサルタントの利用や、県融

資制度の対象といった登録企業への支援メニューもあります。 
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第２節 安心・安全なくらしを支えるサービスの充実   

 

１ 子ども・子育て支援   

（地域福祉課、児童家庭課、子育て支援課） 

〇 本県の 2019 年の合計特殊出生率は 1.45（全国 26 位）と、安定的に人口を

維持できるとされる人口置換水準 2.07 を大きく下回っています。出生数も第

2 次ベビーブームである 1973 年（125,395 人）をピークに減少傾向にあり、

2019 年には 57,145 人とピーク時から半減しています。  
 
〇 少子高齢化が進行する中、今後も総人口に対する年少人口（0～14 歳）と生

産年齢人口（15～64 歳）の割合はますます減少していくことが見込まれてお

り、本県が引き続き活力を維持し、持続的に発展していくためには、少子化の

流れに歯止めをかけることが必要です。  
 
〇 少子化の主な要因としては、未婚化や晩婚化の進行、子育てへの負担感や不

安感が指摘されています。また、世帯の状況や保護者の就労等により、子育て

家庭のニーズは多様化し、さらには、貧困やひとり親家庭など配慮が必要な家

庭への状況に応じた支援も求められています。  
 
〇 次代の社会を担う子どもは、生まれながらにして、一人一人尊重されるべき

かけがえのない存在であり、全ての子どもが安心して暮らせる環境を整備し、

その健やかな育ちを支えることは社会全体の責務です。  
 
〇 そのため、親世代の子育てを支援するという視点のみならず、子どもの存在

や意思を大切にし、心身ともに健やかな育ちを支えるという視点を重視しな

がら、子どもの育ちの過程と、結婚前も含めた子育て世代のライフステージに

応じた総合的な施策を展開する必要があります。  
 

  
「はぐみん」  

（愛知県の子育て・子育ち応援マスコットキャラクター） 
 

「家庭円満や平和」を象徴する「まる」をテーマに、卵からひよ

こ、ニワトリという成長過程を描いています。「はぐみん」とい

う名前は、「育み・育む」ということばと、抱きしめるという意味

を持つ「Hug」ということばが由来です。 
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（1） 結婚・出産を支える基盤づくり  

 

【現状と課題】   （労働局、子育て支援課、医務課） 

〇 安心して結婚や出産、子育てを行うには、安定した生活基盤の確保が重要で

す。そのためには、安定した就労が重要ですが、止むを得ず非正規雇用で働い

ている人の割合は、若い世代（25～34 歳）で約 2 割に上ります。新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止と経済活動の両立が課題となる中、若い世代の安

定就労を支援するための取組の充実が求められています。  
 

 

 

 

 

 

 

 

〇 また、本県が実施した調査によると、独身に留まる理由として、「結婚した

い相手にめぐり会わない」が最も多く、かつては出会いの機会を提供してきた、

家庭や地域、職場の役割が時代とともに変化してきており、社会全体で結婚を

支援する取組が求められています。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 あわせて、保健・医療の面からの不安の軽減が、安心して妊娠、出産するた

めには必要です。医師不足等により診療制限を行う産婦人科の割合は 12.1％
（2019 年 6 月）＊と減少傾向にあるものの依然高い状況となっています。  
引き続き、周産期医療提供体制の確保を図るとともに、市町村の母子保健施

策と連携した妊娠・出産を支える取組の充実や、子どもを望みながらも不妊や

不育に悩む夫婦への支援も求められています。  

◆ 不本意⾮正規労働者＊の状況（全国） 

（資料）「労働⼒調査」（2019 年平均）（総務省） 

＊ ⾮正規労働者で現職の雇用
形態についた主な理由を『正規の
職員・従業員の仕事がないから』
と回答した者 

◆ 独⾝に留まる理由 

（資料） 
「愛知県少子化に関する 
県⺠意識調査」（2018） 
（愛知県） 

＊  県内病院における医師不足の影響に関する調査（愛知県、2019 年） 

1.0
2.0

12.0
17.3
17.3
17.3

19.3
19.9

22.3
22.9

41.5

0 10 20 30 40 50

結婚生活のための住宅のめどが⽴たないから
親や周囲が結婚に同意しない（だろう）から

結婚するにはまだ若すぎるから
今は、仕事（または学業）にうちこみたいから

今は、趣味や娯楽を楽しみたいから
仕事が忙しくて出会うチャンスが少ないから

異性とうまくつきあえないから
結婚する必要性を感じないから

独⾝の⾃由や気楽さを失いたくないから
経済的な余裕がないから

結婚したい相手にまだめぐり会わないから

(％)

人数 割合
全体 236 万人 11.6 %

15〜24歳 15 万人 5.5 %
25〜34歳 43 万人 17.7 %
35〜44歳 45 万人 13.2 %
45〜54歳 53 万人 12.7 %
55〜64歳 51 万人 12.6 %
65歳以上 28 万人 7.7 %
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【主要な施策の方向性】 

 

（若者の就労支援） 

〇 「ヤング・ジョブ・あいち※」における、就業に関するワンストップサービ

スの提供や、大学等と連携した新規学卒者等の就職支援などにより、若者の就

労を総合的に支援します。（労働局）                           

 

〇 企業において若者の指導・相談に対応できる人材を養成し、職場定着に取り組

む企業を支援するなど、若者が安心して働き続けられる職場環境を整備します。

（労働局）                            

（結婚支援） 

〇 企業や地域で結婚支援に取り組む必要性について理解を深め、社会全体で

結婚を応援する機運の醸成を図ります。（子育て支援課）            

 
〇 企業や市町村等の団体と連携した出会いの機

会創出のための取組や、県のポータルサイトを

活用した結婚支援のための情報提供など、結婚

を希望する人の支援を推進します。  
 
（妊娠・出産に関する支援） 

〇 産科医等の分娩手当等への助成や、医療機関における勤務環境の改善に向

けた取組への支援等を通じて、周産期医療に従事する医師等の安定的な確保

を図るとともに、周産期母子医療センター※の整備への支援など、安心して出

産できる周産期医療体制の充実を図ります。（医務課）  

  また、周産期母子医療センターと市町村等の関係機関が連携し、妊産婦等に

対する適切な支援が提供されるよう支援します。（健康対策課）  
 
〇 妊娠や出産に対する正しい知識の普及に努めるとともに、予期せぬ妊娠や

生活上の不安など悩みを抱える妊婦等に対して、市町村や医療機関等の関係

機関と連携し適切な相談支援を実施します。また、研修会の開催や先進的情報

の提供等を通じて、市町村における安全・安心な妊娠・出産を推進する取組が

充実するよう支援します。（健康対策課）  
 
〇 不妊や不育に関する相談や治療等に関する情報提供、経済的負担の軽減な

ど、不妊、不育に関する支援を推進します。（健康対策課）  
  

あいち出会いサポートポータルサイト

「あいこんナビ」 

https://www.aiconnavi.jp/ 

https://www.aiconnavi.jp/


42 
 

（2） 子ども・子育て家庭への切れ目ない支援  

 

【現状と課題】 

（子育て支援課、健康対策課、児童家庭課、病院事業庁） 

〇 核家族化の進行や地域のつながりの希薄化により、子育てに孤立感や不安

感を感じやすい状況にあります。子育てへの不安は、妊娠中から感じることも

多く、とりわけ多胎児の場合は、身体的、精神的負担や経済的な問題等、多胎

児ならではの困難さも指摘されています。  
また、悩みを抱えても自ら支援を求めることのできない保護者もあり、保護

者の心理に寄り添って、家庭の状況に応じた支援を提供することが必要です。 
 
〇 市町村における乳児のいる家庭への訪問や乳幼児健康診査等の母子保健サ

ービスは、子育ての初期から子ども・子育て家庭と接する機会が多く、保護者

の悩みや不安に早期に気付き必要な支援につなぐことができるものです。子

どもの発達や健康を確認するだけでなく、子育て支援、さらには児童虐待の予

防の観点からも重要であり、母子保健サービスの充実を図るため、県は市町村

を支援することが求められます。  
 
〇 共働き世帯の増加等による保育ニーズの高まりにより、保育所等の待機児

童が発生しており、子育て家庭の不安・負担の一つになっています。県では、

保育所等の整備を進めるとともに、必要となる保育人材の確保に取り組んで

きましたが、待機児童の解消には至っておらず、引き続き、より一層の取組が

必要です。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 保護者の就労形態の多様化に伴い、多様な保育サービスの充実が求められ

ています。また、本県には多くの外国人の子どもが居住しており、今後も増加

が見込まれる状況を踏まえ、外国人の子どもが円滑に保育所等を利用できる

◆ 保育所定員・待機児童数の推移（愛知県） 

167,814 173,810 
178,679 181,850 
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190,785 
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（資料）「待機児童調査」（各年 4 月 1 日時点）（厚生労働省） 

※ 定員は保育所、
認定こども園（幼稚
園型除く）及び地域
型保育事業の合計 
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よう適切な支援が求められています。  
 
〇 保護者の就労状況にかかわらず、小学校就学後も子どもが放課後等に安全・

安心な場所で過ごせることも必要です。いわゆる「小 1 の壁※」を打破すると

ともに、放課後児童クラブ※の待機児童の解消をめざし、放課後児童クラブと

放課後子ども教室※の一体的又は連携実施など、総合的な放課後児童対策の推

進が必要です。  
 
〇 また、子どもの育ちの過程を通して、子どもの健康は、子ども自身の健やか

な育ちにも、保護者の安心のためにも重要であり、切れ目ない母子保健サービ

スとともに、身近な地域で適切な医療が受けられることが必要です。とりわけ、

小児救急患者は、成人に比べて症状の把握が困難であり、小児専門のスタッフ

や設備による小児救急医療体制の充実強化が必要です。  
 
〇 さらに、経済的負担も多くの人が子育てに感じる負担感のひとつであり、本

県の実施した調査によると、「安心して子どもを生み育てることができる社会

のための施策」で重要なものとして、「子育てにかかる経済的負担を軽減する

こと」と回答した人が約 6 割と最も多くなっています。県ではこれまでも経

済的支援による負担の軽減を図ってきましたが、引き続きの支援が求められ

ています。  
 

 

 

 

 

 

 

◆ 安心して生み育てることができる社会のための施策 

（資料）「少子化に関する県⺠意識調査」（2018 年）（愛知県） 

23.4 

26.9 

50.7 

50.8 

59.7 
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保育サービスの量的・質的向上を図ること

安心して妊娠・出産、子育てできる医療体制を整備すること

安定した雇用など、生活基盤を確保すること

子育てにかかる経済的負担を軽減すること

(％)

ワーク・ライフ・バランスの推進や休暇制度の充実など
子育てしやすい職場環境を整備すること



44 
 

【主要な施策の方向性】 

 

（地域における子ども・子育て支援） 

〇 妊娠期から子育て期に至る保護者の様々なニーズに対して、切れ目なく総

合的な相談支援が提供できるよう、研修の実施等により子育て世代包括支援

センター※の充実強化を図るなど、市町村における取組を支援します。（健康対策

課）  
〇 県民の母子保健に関する様々なニーズに対応するため、事例検討や研修を

通じて市町村や医療機関等関係職員の資質向上を図ります。（健康対策課）  
 
〇 市町村が妊娠届時に把握した妊婦の抱える不安等を早期の支援につなげ、

子育てに関する不安や多胎育児家庭の孤立感や不安の軽減を図れるよう、保

健師や助産師等による乳児家庭への全戸訪問や養育支援訪問等の市町村にお

ける取組を支援するとともに、NPO など多様な主体による家庭訪問型の子育

て支援を促進するなど、訪問支援の充実を図ります。（子育て支援課、健康対策課）  
 
〇 保育や教育に要する費用や医療費の軽減、各種手当等により、子育てに係る

経済的負担の軽減を図ります。（子育て支援課、児童家庭課、障害福祉課、健康対策課、県民文化

局、教育委員会）  
〇 県のポータルサイトおける子育て支援情報の提供や、市町村が共同利用す

る「AI を活用した総合案内サービス」への情報提供により、子育て家庭の情

報収集に関する利便性の向上を図ります。（子育て支援課）  
 
（保育の受皿の拡充と保育人材確保） 

〇 待機児童の解消に向けて、市町村が行う保育所や認定こども園等の保育の

受け皿の拡充のための支援を行います。（子育て支援課）  
 
○ 保育士等の養成、処遇改善による離職防止、潜在保育士の再就職支援を３つ

の柱として、保育人材の確保に取り組みます。（子育て支援課）  
 
○ 保育士養成施設入学者への修学資金の貸付など新たに保育士資格を取得し

ようとする人を支援します。（子育て支援課）  

 
○ 保育補助者の雇上げや、清掃や給食の配膳、外国人の児童の保護者とのやり

とりに係る通訳及び翻訳など、保育に係る周辺業務を行う保育支援者の配置

に対する支援を行い、保育士等の業務負担の軽減を図ります。（子育て支援課）  
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○ 低年齢児の途中入所や、産休・育休明けの保護者が希望する時期に子どもを

保育所等に入所させることができるよう、市町村に対し、あらかじめ配置基準

を超えて保育士等を配置するための支援をすることで、保育士等の負担軽減

を図るとともに、保護者のニーズに対応した良好な保育環境を確保します。（子

育て支援課）  
○ 県保育士・保育所支援センター※における就職相談等を実施し、潜在保育士

の再就職を支援します。（子育て支援課）  
 
○ 保育士等に対する研修を充実させることにより、教育・保育に係る様々な知

識・技術だけでなく、地域の子育て支援や障害児保育など、多様な保育ニーズ

に適切に対応できるよう、専門性や実践力の向上を図ります。（子育て支援課）  
 
〇 地域の実情やニーズに応じて、育児や職業経験など多様な経験を有する人

材を子育て支援員※として養成し、子どもが健やかに成長できる環境や体制の

確保を図ります。（子育て支援課）  

 

（多様な保育サービスと放課後児童対策） 

〇 子どもの体調不良時や保護者の就労形態の多様化に伴う保育ニーズに対応

するため、病児保育、休日保育、延長保育等の多様な保育サービスが提供され

るよう、市町村を支援します。  
  また、外国人の子どもが円滑に保育所等を利用できるよう、保護者や保育所

等の支援ニーズの把握に努め、適切な支援の在り方について検討します。  
（子育て支援課）  
〇 放課後児童クラブの計画的な整備等を進め待機児童の解消を図るとともに、

放課後児童支援員の確保や資質向上を図ります。  
合わせて、放課後子ども教室の実施市町村拡大を図るとともに、放課後児童

クラブとの連携が促進されるよう市町村に働きかけるなど、子どもの放課後の

居場所の確保を図ります。（子育て支援課、教育委員会）  
 

（子どもの健康の確保） 

〇 乳幼児健康診査の結果の分析・評価など、母子保健サービスや子育て支援等

の施策の充実が図られるよう市町村を支援するとともに、研修会の開催等を

通じて市町村や医療機関等関係職員の資質向上を図ります。  
また、家庭や地域、学校が連携し子どもの基本的生活習慣づくりや食育を推

進する取組を支援します。（健康対策課、農業水産局、教育委員会）  
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〇 小児科医の育成、確保、医療機関や地域関係機関の連携を推進し、小児医療

の充実を図ります。また、小児救急医療相談体制の充実により夜間救急外来の

負担を軽減するとともに、PICU※の整備及び専門スタッフの確保により小児

救急医療体制の強化を図ります。（医務課、病院事業庁）  
 

 

  

「はぐみんデー」 

愛知県では、育児のいく（19）とかけて、毎月 19 日を、

「子育て応援の日（はぐみんデー）」、毎年 11 月を普及推

進強化月間と定め、社会全体で子育てを応援する取組を推

進しています。 

「子育て家庭優待事業」 

子育て家庭に配布される「子育て家庭優待カード」を県内

の協力店舗・施設「はぐみん優待ショップ」で提示すると、

ショップが独自に設定する商品の割引やサービスなど、

様々な特典が受けられます。 
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（3）配慮が必要な子ども・子育て家庭への支援  

 

【現状と課題】  

（地域福祉課、児童家庭課） 

〇 経済的困窮やひとり親家庭、何らかの事情で親子が共に暮らせない家庭等

では、様々な困難を抱えやすく、支援や配慮が必要ですが、生まれ育った環

境に左右されることなく、全ての子どもが、夢や希望を持てる社会を実現す

る必要があります。  
 
〇 本県の子どもの貧困率※は 5.9％＊（2016 年）となっており、保護者の所得

が低い家庭ほど、子どもの学習習熟度や進学意欲が低いことや、孤食になりが

ちであるなどの課題も指摘されています。また、ひとり親家庭の保護者は、子

育てと生計の担い手を一人で担っており、生活面や経済面、精神面で困難を抱

えることも少なくありません。保護者への支援とあわせ、学習面や孤立の防止

など、子どもへの支援が必要となります。   
＊「愛知子ども調査」（愛知県、2016 年）  

 
〇 本県の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、2019 年度まで 10 年

連続で過去最多を更新するなど、依然、深刻な状況にあります。  
  児童虐待は、子どもに対する重大な人権侵害であり、早期の支援により発生

を防ぐとともに、虐待事案に対しては、迅速な子どもの保護と個々の状況に応

じた家庭への丁寧なケアが求められます。  
         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
〇 このため、本県では、専門職員の増員など児童相談所の体制強化に取り組ん

でおりますが、件数の増加とともに、複雑、困難化した事例も増加しており、

児童福祉、心理、保健医療、法律等の幅広い観点から、専門的な知識に基づく

◆ 児童虐待相談対応件数の推移（愛知県） 

（資料）愛知県福祉局 ※名古屋市を除く 
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支援を行うことが求められています。  
 

〇 また、児童虐待相談に適切に対応していくためには、身近な地域における妊

娠期から子育て期まで相談支援を担い、児童虐待相談の窓口でもある市町村

の体制強化も重要です。県と市町村をはじめ、学校、保育所・幼稚園、医療機

関、地域住民等社会全体が連携し、児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応

に取り組む必要があります。  
 
〇 虐待等により心に傷を負った子どもの愛着形成の観点からは、里親などの

家庭的な雰囲気の中で養育することが望まれます。2019 年度末時点の本県の

登録里親※数は 466 世帯で、年々増加していますが、登録里親のうち、子ども

を受託している里親の割合は、過去 5 年間 20％～30％程度で推移しています。

今後も里親委託の推進と合わせ、ファミリーホーム※の設置促進を図るなど、

家庭的養育を推進する必要があります。  
 

〇 児童養護施設や乳児院といった施設においても、できる限り身近な地域で

の家庭的養育が求められるとともに、施設の持つ経験や知見を活かして、専門

的な支援が求められる子どもへの支援や、保護者や里親への支援等の役割を

果たしていくことが求められています。  
 
〇 児童養護施設等の退所後も、保護者や家庭の支援が得られにくいなど、自立

生活を送ることが難しいことも多く、希望する進路に進むことができるよう、

継続的な支援が求められます。  
 

 

 

  

「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」」 

虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通

告・相談ができる全国共通の電話番号で、お近くの児

童相談所につながります。通告・相談は、匿名で行う

こともでき、通告・相談をした人、その内容に関する

秘密は 守られます。 
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【主要な施策の方向性】 

 

（子どもの貧困対策・ひとり親家庭への支援） 

〇 市町村等と連携し、生活困窮世帯等の子どもの学習機会や居場所の確保を

図るとともに、スクールソーシャルワーカー※の配置により子どもの貧困対策

のプラットフォームである学校の体制を強化します。（地域福祉課、教育委員会）  

 
〇 また、「子どもが輝く未来基金※」を活用し、地域における子どもの居場所と

なる子ども食堂の開設に対する助成など、設置拡大に向けた支援を行うとと

もに、県社会福祉協議会と連携して、子ども食堂が抱える人材や食材確保等の

課題解決に向けた取組を推進します。（地域福祉課）  
 
〇 市町村等と連携し、ひとり親家庭の保護者への相談支援、生活支援、就労支

援、経済的支援等、生活の安定と向上に向けた総合的な支援を提供することで、

ひとり親家庭の自立を促進します。また、ひとり親家庭の子どもの学習機会や

居場所の確保を図ります。（児童家庭課） 

 

〇 高等学校卒業程度認定試験の合格等に向けた「若者・外国人未来塾」、学習

が遅れがちな中学生・高校生等を対象とした「地域未来塾」等の無料の学習支

援を実施することにより、子どもたちが家庭の経済的な理由によらず、夢や希

望を実現できる社会作りに貢献します。（教育委員会） 

 

（児童虐待対策の推進） 

〇 児童虐待相談に確実かつ迅速に対応していくため、児童福祉司等専門職員

の計画的増員や研修の実施等による専門性向上の取組、複雑困難な事例に対

応するため弁護士等の専門人材と連携などにより、児童相談センターの体制

を強化します。また、増加する一時保護に対応できるよう体制を強化します。

（児童家庭課）  
〇 児童相談センターにおける市町村支援児童福祉司※の配置や、市町村の子ど

も家庭総合支援拠点※の設置拡大への支援、要保護児童対策地域協議会への支

援等により、市町村の相談支援体制の充実強化を図ります。さらに、児童相談

所設置の意向のある中核市については、その求めに応じて必要な助言や支援

を行います。（児童家庭課）  
 

〇 愛知県要保護児童対策協議会※の開催等を通じて、福祉、保健医療、教育、

警察などの関係機関とのネットワークを強化します。  
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また、市町村と連携したオレンジリボン・キャンペーン※を通して、保護者

や県民に児童虐待問題や相談窓口の周知を行い、社会全体で児童虐待に対応し

ていくための機運の醸成を図ります。（児童家庭課）  

 

（社会的養育の体制整備） 

〇 市町村と連携して里親制度の普及啓発等を実施するとともに、里親登録後

も養育技術向上等の研修を実施します。また、児童相談センターに新たに配置

する里親養育支援児童福祉司※や児童養護施設等に配置している里親支援専

門相談員※等により継続的な支援を行い、里親が安心して養育を行える環境を

整備し、里親に養育される子どもの健やかな成長を支援します。（児童家庭課）  
 
〇 児童養護施設や乳児院についても、施設の小規模かつ地域分散化に向けた

取組を支援します。また、高いケアニーズを抱える子どもに対応するため職員

の専門性の向上を図るなど施設の高機能化を推進するとともに、一時保護専

用施設の設置や里親支援機能の強化など施設の専門性を活用した機能転換・

多機能化への取組を支援します。（児童家庭課）  
 

〇 児童養護施設等からの退所を控えた子どもについて、継続的な支援を行う

とともに、退所後も、必要に応じて生活の場所の提供や、就職、進学希望者に

対する必要経費の助成や貸付けなど、安定した生活基盤の構築に向けた支援

を行います。（児童家庭課）  

 
  

「オレンジリボン・キャンペーン」 

毎年 11 月の児童虐待防止推進月間に、「子どもの虐

待防止」の象徴であるオレンジリボンの啓発を通じ

て、保護者や県民に児童虐待問題や相談先の周知等

を行うキャンペーンを実施しています。 
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２ 健康寿命の延伸  

（健康対策課） 

〇 2040 年の我が国の平均寿命は男性 83.27 年、女性 89.63 年と推計されてお

り、100 歳を迎えることも珍しくなくなっていくと見込まれています。長くな

った人生を心身ともに健康で自立して過ごせることは、人生 100 年時代の安

心にとって非常に重要です。  
 
〇 そのためには、健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく、

生活できる期間）をできるだけ長くすることが重要となります。本県の健康寿

命は、2016 年時点で、男性 73.06 年（全国 3 位）、女性 76.32 年（全国 1 位）

と、全国的にも高い水準にありますが、平均寿命との差が、男性で 8.20 年、

女性で 10.59 年あり、健康寿命の延伸により、この差の縮減を図っていくこ

とが求められます。  
 
〇 医療や介護が必要な状態となることを防ぎ、健康寿命を延ばすためには、若

い時からの健康づくりにより、心身の機能の維持・向上を図るとともに、生活

習慣病をはじめ QOL を低下させる疾病の発症やその重症化を予防していく

ことが重要となります。  
 
〇 さらに、高齢期においては、健康的な状態から要介護状態にいたる過程で、

加齢により心身の活力等が徐々に低下していく等の中間的な段階（フレイル）

を経ることが指摘されており、この段階での身体的、精神・心理的、社会的な

支援により、要介護状態となることを防ぐことが重要です。  
 
〇 すべての県民が生涯を通じて、健康でいきいきと過ごしていくためには、一

人ひとりの主体的な健康づくりに加え、疾病の早期発見や重症化予防、社会全

体でサポートする仕組みが必要であり、「健康長寿あいち」の実現を目指し、

生涯にわたる健康づくりの取組を推進していくことが必要です。  
  

「エアフィー」 
（愛知県健康づくり応援キャラクター） 
 

太陽や空気が当たり前に存在しているように、健康である
ことが当たり前でありたいという願いながら、県民の健康
づくりを応援するイメージキャラクターです。「エアフィ
ー」は”fairy”（妖精）を元にアルファベットを並べ替えて
作った造語です。 
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(1) 生活習慣の改善による健康づくり 

 
【現状と課題】 

（健康対策課）  

〇 幼少期においては、健康的な生活習慣を身につけることが、子ども自身の健

やかな育ちとその後の社会活動の基礎となります。成人期においては、それぞ

れの生活スタイルに応じた健康的な生活習慣の習得や生活習慣の改善による

健康の保持増進が、充実した活動の基盤となるだけでなく、高齢期における心

身の機能の維持につながります。  
 
〇 健康的な生活習慣には、食生活、運動、休養、喫煙、飲酒、歯の健康など様々

な要素がありますが、40～50 代男性の肥満者は約 4 人に 1 人、20～30 代女

性のやせの割合は約 5 人に 1 人、低栄養傾向（BMI20 以下）の高齢者は約 5
人に 1 人、朝食の欠食は 20～30 代の男性に多い、運動習慣を持つ者は 20～
30 代に少ないなど、健康課題は性別や年齢によって異なっており、それぞれ

の課題に応じた健康づくりへの支援が必要です。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 特に、喫煙は、がん、循環器疾患、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、糖尿病に

共通するリスク要因であるとともに、副流煙に含まれる有害物質は、非喫煙者

の健康にも影響を与えます。成人の喫煙率は低下傾向にあり、2018 年の健康

増進法の改正等により受動喫煙防止の取組も強化されていますが、未成年や

妊娠中をはじめとする喫煙防止・禁煙支援とあわせ、受動喫煙防止の一層の推

進が求められます。  
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（資料）「愛知県生活習慣関連調査」（2016）（愛知県） 
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〇  健康づくりのためには、生活習慣の改善など個人の取組が不可欠ですが、健

康は、社会的なつながりや社会環境からも影響を受けるものです。また、社会

の構成員が健康で活動できることは、社会の活力の維持のためにも重要です。

行政やボランティア、関係団体、企業など、多様な主体の取組により、社会全

体で健康づくりを支える環境を整えていくことが求められます。  
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◆ 成人の喫煙率の推移 

（資料）「健康日本 21 あいち新計画中間評価報告書」(2018 年 3 月)（愛知県） 

「あいち健康マイレージ」 
 

県と市町村が共同で実施する、県民の主体的な健康づくりを応援するための取組で

す。健康づくりに取り組み、一定以上のポイントを獲得すると、県内の協力店で様々

なサービス（特典）が受けられる優待カード「MyCa」が交付されます。連携アプリ

「あいち健康プラス」からも参加できます。 

 

※「あいち健康プラス」は、日々の歩数記録や健康目標の設定、体重・血圧の記録な

どにより、健康管理や生活習慣の改善を支援するアプリです。 
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【主要な施策の方向性】 

（健康的な生活習慣の知識の普及） 

〇 職域保健、学校保健の関係者を始め、企業やボランティア、関係団体と連携

し、健康的な生活習慣に関する普及啓発の取組を進め、知識の普及を図ります。

特に健康指標の課題が多い働き盛り世代の健康増進を図るため、健康づくり

関係団体や保険者等と連携した取組を強化します。（健康対策課）  

 

〇 バランスのとれた食事や朝食の必要性、野菜の積極的な摂取等、適切な量と

質の食習慣を身につけ健康的で質の高い生活が送れるよう、健康と食に関す

る正しい知識の普及啓発とともに、ライフスタイルに即した健康に配慮した

食生活の実践を促進します。（健康対策課）  

 
〇 生涯にわたり運動器の健康を維持し、健康で質の高い生活が送れるよう、身

体活動や運動に関する正しい知識の普及啓発とともに、運動や健康づくりに

関する実践的な活動を行うボランティアの育成や支援、資質の向上に努めま

す。（健康対策課）  

 
〇 生涯を通じて自分の歯で食べるための「8020 運動※」を推進し、歯と口の健

康を保つための正しい知識の普及とセルフケアの実践とともに、定期的な歯

科検診による専門的ケアを積極的に受けることを促進します。（健康対策課）  

 
（受動喫煙対策の推進） 

〇 たばこが健康に与える影響について、正しい知識と情報の提供を行うとと

もに、企業や市町村等でたばこ対策に取り組む職員等の人材育成を行います。

また、改正健康増進法に基づく受動喫煙対策の相談・支援を行うなどで、望ま

ない受動喫煙のない環境を整えます。（健康対策課）  

 
（健康づくりに取り組む環境整備の推進） 

〇 市町村と協働し、県民の主体的な健康づくりを促すための取組を推進しま

す。また、商工会議所等の経済団体や、医療保険者等と連携し、企業の健康経

営を推進することで、働く世代が、健康づくりや生活習慣の改善に取り組みや

すい環境の整備を図ります。（健康対策課）  

 

〇 継続的な食生活改善や運動実践等に取り組むことができるよう、産官学が

連携した情報発信やインセンティブ（動機付け）提供など、県民一人ひとりの

主体的な健康づくりを促進します。（健康対策課）  
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(2) 疾病予防・重症化予防 

 
【現状と課題】 （健康対策課、医務課）  

 

〇 疾病、特に慢性的な疾患は、症状の進行や他の疾患が重なること等により、

心身の機能の低下や社会活動の制限などを余儀なくされ、生活の質を大きく

左右することになります。県民の死因の約 3 割をがん（悪性新生物）が占め、

心疾患、脳血管疾患を含めた生活習慣病で約半数に上っており、生活習慣病を

始めとする疾病の発症予防とともに、疾患の早期発見や適切な管理により、重

症化を予防することが重要となります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 こうした疾患の発症や進行には、高血圧、脂質異常症、高血糖といった危険

因子や、食生活や運動、喫煙、休養、口腔ケア等といった生活習慣との関係が

指摘されており、生活習慣の改善や健診の受診等により、危険因子の管理や発

症リスクの軽減を図っていくことで、疾病の予防や重症化の予防が可能とな

ります。  
 
〇  がんの早期発見のためには、がん検診の受診が有効ですが、がん検診の受診率

（2018 年度）は、部位により 8.3～17.7％程度です。また、特定健康診査※・特

定保健指導※の実施率（2018 年度）はそれぞれ 55.6％、25.0％にとどまってい

ます。疾患が初期や軽度の場合には自覚症状がないものもあり、健診等で指摘を

受けても何もしていない人や、治療を中断してしまうケースもあります。 
 
 
 
 
 

◆ 2018 年度がん検診の受診率（胃・乳・子宮は隔年受診率） 
 

胃がん(%) 

(50 歳以上) 

大腸がん(%) 

(40 歳以上) 

肺がん(%) 

(40 歳以上) 

乳がん(%) 

(40 歳以上) 

子宮がん(%) 

(20 歳以上) 

全国(69 歳まで) 8.1 8.1 7.1 17.2 16.0 

愛知県(69 歳まで) 9.6 8.4 8.3 15.0 17.7 

資料 「平成 30 年度地域保健・健康増進事業報告」（厚生労働省） 

 

がん
28%

心疾患 12%

老衰 10%

脳血管疾患
7%肺炎

6%
誤嚥性肺炎 4%

不慮の事故 3%

腎不全 2%

その他
28%

◆ 死因別死亡割合 

（資料）「令和元年（2019 年）人口動態統計」(厚生労働省） 
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〇  生活習慣や危険因子と疾患との関連性や疾患の早期発見の重要性、健診の有

効性等について周知する等、健康診断の受診率向上に向けた取組の推進が必

要です。  
 
〇  うつ病等のこころの不調や病気は、家庭や仕事、社会経済的な要因等、様々

なストレスの重なりにより、誰もがかかる可能性のあるものです。こころの健

康を保つために、十分な睡眠などの健康的な生活習慣、多量飲酒等のリスクに

ついて正しい知識を得るとともに、早めの相談や、こころの不調に対する周囲

の理解が必要です。  
 
〇 依存症については、新たな法が整備され（「アルコール健康障害対策基本法」

（2014 年 6 月施行）、「ギャンブル等依存症対策基本法」（2018 年 10 月施行））

対策が進められていますが、依存症は、自覚や認識がないままに発症している

人や、治療を受けていない人も多く、本人や家族等誰もが気軽に相談できる体

制を整備し、早期に不調に気づき、必要な治療や支援につなげることが重要で

す。  
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【主要な施策の方向性】 

（生活習慣病の発症予防の知識の普及） 

〇 愛知県循環器病対策推進計画（仮称）を策定し、喫煙、食生活、運動その他

の生活習慣の改善等による循環器病の予防及び重症化予防について、保健医

療福祉の関係団体と協力して普及啓発に取り組みます。（健康対策課）  

 
〇 学童期や思春期の健康づくりや、生活習慣病予防に関する知識を有する指

導者を養成することにより、子どもの頃から健康的な生活習慣の獲得を促し、

肥満や糖尿病を始めとした生活習慣病予防の推進を図ります。（健康対策課）  

 

〇 歯周病と関連が深い糖尿病の発症予防、重症化予防を図るため、医科と歯科

が連携して適切な歯周病治療を推進するとともに、保健医療関係者を含めた

正しい知識の普及・拡大に努めます。（健康対策課）  

 
（健診受診率の向上） 

〇 市町村、医療保険者、検診機関等と連携した取組を行い広く県民に検診受診

を呼びかけるなど、がん検診受診率の向上を図ります。（健康対策課）  

 
〇 精密検査が必要と判定されたがん検診の受診者に対して、市町村、医療保険

者、検診機関等と連携し、精密検査を受診するよう適切に働きかけ、精密検査

受診率の向上を図ります。（健康対策課）  

 
〇 特定健康診査や特定保健指導の受診率を向上させるため、毎年 6 月を「特

定健康診査・特定保健指導普及啓発強化月間」と定め、医療保険者や企業等と

連携して、受診率向上のための啓発を実施します。また、国民健康保険の保険

者（市町村及び国民健康保険組合）に対して、優良事例の横展開等を図ります。

（健康対策課、国民健康保険課）  

〇 市町村等において、受診率向上や保健指導で工夫をしている取組事例につ

いて横展開を図ることで、受診率の向上を目指します。（健康対策課）  

 
（こころの健康の保持・増進） 

〇 こころの健康に関する正しい知識や対応について普及啓発に努めるととも

に、相談体制の充実を図り、関係機関との連携を推進します。また、より身近

な市町村において、こころの健康対策が推進できるように支援します。（医務課）  
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〇 依存症に対する正しい知識の普及を図るとともに、患者やその家族等に対

し、予防、相談、治療、回復支援に至る支援体制の整備を図ります。（医務課）  
 
  

「メタボ君」 

メタボ君は、みんなにメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の

怖さを伝えるために、エアフィーがわざと悪い生活習慣を行ってメタボ

リックシンドロームの状態になった仮の姿です。 

 ※ よい生活習慣にもどると、元のエアフィーにもどります。 
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(3) フレイル予防・介護予防・認知症予防 

 

【現状と課題】（高齢福祉課、健康対策課）  

〇  高齢者、特に後期高齢者には、フレイルになりやすいという特性があります

が、これは、心身機能の低下や、生活習慣病や低栄養等の健康状態の悪化、社

会的なつながりの弱まりといった多面的な要因の重なりにより、その状態が

大きく影響されるものです。  
 
〇 また、要支援者及び要介護者における介護が必要となった原因は、若い世代

ほど脳血管疾患が占める割合が高い一方、高齢になるにつれて認知症、骨折・

転倒、高齢による衰弱の占める割合が高くなっています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 フレイルを予防し、要介護状態となることを防ぐためには、食生活の改善や

口腔ケア、適度な運動、持病のコントロール等とあわせ、生きがいを持つこと

や、地域の中に役割や居場所があることなどにより、閉じこもりや孤立を防ぎ

社会的な交流が促されるような環境づくりが重要となります。さらに、こうし

た運動不足の改善、生活習慣病の予防、社会的孤立の解消や役割の保持等は、

認知症の発症を遅らせることができる可能性も示唆されています。  
 
〇 内閣府の調査＊では、健康状態がよいほど、生きがいを感じている割合が高

い傾向にありますが、高齢者が社会的な活動をしていない理由としては、「時間

的な余裕がない」と並び「体力的に難しい」が多くなっており、高齢者がそれ

ぞれの健康状態や生活の状況に応じて、無理なく活動に参加・継続できること

が重要です。  
  ＊「高齢者の健康に関する調査」（内閣府、2017 年）  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

４０〜６４歳
６５〜６９
７０〜７４
７５〜７９
８０〜８４
８５〜８９
９０歳以上

脳血管疾患（脳卒中） 心疾患・糖尿病・がん 認知症 高齢による衰弱
関節疾患 骨折・転倒 その他・分からない等

◆ 介護が必要となった主な要因（年齢別） 

（資料）「国⺠生活基礎調査」（2019 年）（厚生労働省） 
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〇  高齢者に身近な場所で日常的に通うことができる「通いの場※」として、サロ

ンや健康づくりに関する教室、認知症の人や家族が集う「認知症カフェ※」など

の取組が進められていますが、参加率の低さや参加者の固定化などの課題もあ

ります。地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービス

を充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進していくことが求

められます。  
 
〇 また、高齢期の健康づくりにおいては、現役世代における肥満対策に重点を

置いたメタボリックシンドローム対策からフレイル予防への転換が必要であ

り、生活習慣病の発症予防より、重症化予防の取組が相対的に重要となること

が指摘されています。  
 
〇 高齢者の自立した生活、健康寿命の延伸のためには、高齢者の心身に関する

多様な課題に対応して、保健事業とフレイル予防・介護予防の取組を、身近な

地域で、きめ細かくかつ一体的に実施していくことが求められます。  
 
  

◆ 社会的な活動をしていない理由 

30.9

29.1

9.1

7.3

6.2

5.7

3.4

9.1

20.3

0.3

0 10 20 30 40

時間的な余裕がない

体力的に難しい

活動の誘いがない

活動に関する情報がない

活動を行っている団体がない、入りたいと思う団体がない

活動をする仲間がいない

精神的な負担が大きい

その他

活動をする意思がない

不明 （％）

（資料）「高齢者の健康に関する調査」（2017 年）（内閣府） 
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【主要な施策の方向性】 

（高齢者の生きがいと健康づくりの推進） 

〇 「あいちシルバーカレッジ」の充実を図るとと

もに、生涯学習に関する一元的な情報提供により、

高齢者の学習活動を支援します。（高齢福祉課）  

 

〇 健康づくりや介護予防、高齢者相互の生活支援等に取り組む高齢者の自主

組織である老人クラブの活性化の促進や、高齢者のスポーツ活動への参加促進

など、高齢者の社会参加を促進します。（高齢福祉課）  
 

〇 食べることは、健康づくりには欠かせないうえ、高齢者にとって楽しみのひ

とつであることから、噛める歯と口腔機能を維持するため、定期的な歯科検診

を受けることを啓発します。（健康対策課） 

 

（多様な介護予防サービスの提供体制の充実） 

〇 高齢者の介護予防や孤立の防止に有効な「通いの場」の運営等にかかる課題

やノウハウを集積し、全県に普及することで、通いの場への参加者促進や新た

な通いの場の創出を図ります。（高齢福祉課）  
 
〇 身近な地域において介護予防の取組を推進するため、介護予防に関する人

材育成や技術支援等、市町村や地域包括支援センターの支援体制の充実を図り

ます。（高齢福祉課）  
 
〇 フレイルの前段階でみられる口腔機能のささいな衰えに気づき、効果的な介

護予防サービスを提供できるよう、関係機関の連携と支援体制の充実を図ります。

（健康対策課）  
（認知症予防の推進） 

〇 認知症の「予防」は「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行

を緩やかにする」ことであることから、国立長寿医療研究センターを中核とし

て、あいち健康プラザや大学・企業との連携による共同研究を推進し、早期診

断、早期介入、介護・ケア技術の開発を行います。（高齢福祉課）  
 
（保健事業と介護予防の一体的な実施） 

〇 市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進するた

め、制度の周知徹底や優良事例の横展開等を通して、その取組を支援します。 

愛知県生涯学習情報システム 

「学びネットあいち」 

https://www.manabi.pref.aichi.jp/ 

https://www.manabi.pref.aichi.jp/
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３ 医療・介護提供体制の確保  

 （福祉局・保健医療局関係課、感染症対策課） 

〇 誰もが安心して生活するためには、ライフステージを通じて、安全で効率

的・効果的な質の高い医療を受けることのできる環境を整備することが必要

です。しかしながら、高齢化や医療の高度化・専門化など、保健医療を取り巻

く環境は大きく変化しており、県民の医療ニーズの増大かつ多様化が見込ま

れています。  
 
〇 また、高齢化に伴い要介護（要支援）高齢者も増加し、とりわけ、本県の認

知症高齢者は 2015 年の 27.7 万人が、2040 年には 54.6 万人に増加すると推

計されています。また、高齢者単身世帯や夫婦のみ世帯が増加することが見込

まれており、医療と同様、介護や生活支援ニーズの増大かつ多様化も想定され

ています。  
 
〇 これまで、医療や介護が必要な状態になっても、可能な限り住み慣れた地域

で安心して暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築を

推進してきましたが、高齢化が急激に進む中、地域包括ケアシステムは、地域

共生社会の実現に向けた中核的な基盤となりつつあります。  
 
〇 今後も引き続き、サービス基盤の量的、質的充実を図るとともに、ICT 等先

端技術の活用や関係機関の役割分担・連携等を促進するなど、限られた人的・

物的資源を効率的に活用し、高齢化に対応した医療・介護提供体制を確保する

ことが必要です。  
 
〇   近年、大規模災害が頻発しています。また、新型コロナウイルス感染症を始

めとした新興・再興感染症の流行も危惧されています。こうした非常時におい

ては、県民の生命と健康を守ることが何より重要であり、平時より災害等を想

定した備えを充実し、非常時においても県民が安心して生活するために必要

な医療・福祉提供体制を確保することが求められています。  
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(1) 質の高い医療を受けられる体制の確保   

 

【現状と課題】（医療計画課、健康対策課、医務課、防災安全局）  

  

〇 高齢化による疾病構造の変化等を背景に、近年、がん、糖尿病、高血圧等の

生活習慣病や精神疾患の患者数が増加しています。このため、これらの疾患に

対応した医療連携体制の構築が求められています。 

 

〇 とりわけ、がんは、県民の死因の第 1 位を占めており、その死亡者数は年々

増加しています。生涯のうち約 2 人に 1 人ががんに罹患すると推計されおり、

県民の生命と健康にとって重大な課題となっています。  
  一人ひとりが自ら予防に努めるとともに、県内どこに住んでいても病状に

応じた適切な治療や緩和ケアを受けられるよう医療提供体制を整備するなど、

小児期から高齢者までライフステージに応じたがん対策を推進することが必

要です。  
 
〇 また、地域医療の確保において、救急医療は重要な課題となっています。本

県の救急搬送患者数は、2018 年は 333,680 人と 2008 年からの 10 年間で３

割以上増加していますが、そのうち 65 歳以上の高齢者が半数以上を占めてお

り、高齢化の進行とともに今後も増加するものと思われます。  
 
〇 診療の結果、帰宅可能な軽症者は 190,029 人と半数以上となっており、一

部の不要不急な救急車の利用により、2 次・3 次救急医療機関※に軽症患者が

集中すると、真に緊急性の高い傷病者の受入れに支障が生じることが懸念さ

れています。命を守る救急医療が必要な人に確実に提供されるよう、より一層、

医療機関の機能分担・連携体制の充実を図るとともに、適切な救急対応に対す

る県民への意識の啓発が必要です。  
 

〇 本県には、4 つの圏域の 3 市 3 町村に 20 か所の無医地区※（無医地区に準

ずる地区を含む）が存在します。限られた医療資源の中、住民が安心して生活

できるよう、必要な医療提供体制の確保を図ることが必要です。 
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【主要な施策の方向性】  

 

（疾病に応じた医療体制の確保） 

〇 がん診療連携拠点病院※を中心にがん医療を行う医療機関が連携し、県内の

どこに住んでいても、病状に応じて適切ながん治療や緩和ケア、相談支援を身

近な医療機関で受けられる体制の整備を進めます。（健康対策課） 

 

〇 脳卒中、心血管疾患等の循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、愛知県循環器病対策推進計画（仮称）を策定するとともに、不足が見込ま

れる回復期の医療機能が充足できるよう病床の転換等を支援するなど、急性

期医療からリハビリテーションに至る体制の整備を進めていきます。（健康対策

課、医療計画課） 

○ 精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをするこ

とができるよう、障害保健福祉圏域（2 次医療圏）、市町村ごとの保健・医療・

福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、地域援助事業者、市町

村、保健所等が連携し、地域の課題を共有化した上で、精神障害にも対応した

地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進します。（医務課） 

 

○ 精神疾患は症状が多様であり、患者本位の医療を実現していけるよう、統合

失調症、うつ病・躁うつ病、依存症など、多様な精神疾患等に対応できる精神

科医療機関の医療機能を明確にします。（医務課） 

 

（救急医療体制の確保） 

○ 医師会や歯科医師会等の協力のもと、休日夜間診療所の設置や在宅当番医

制の実施により 1 次救急医療体制※を確保するとともに、休日、夜間における

医療機関の診療情報を電話やインターネットで提供することで、救急病院へ

の軽症患者の集中を防ぎます。（医務課）  
 
○ 地域の医療資源に応じた  2 次救急医療体制※の確保を図り、重篤患者の救

命医療を担う救命救急センターとの機能分担・連携体制を進めることで、 24 
時間 365 日、緊急性の高い疾患に常に対応可能な救急医療体制の確保を図り

ます。（医務課）  
 

○ 消防機関と医療機関の連携体制を強化するとともに、ICT（情報通信技術）

を活用した救急搬送システムの整備等により、患者の状況に応じた適切な救

急搬送及び受入体制を構築します。（医務課） 
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（へき地医療体制の確保） 

〇 へき地等で一定期間の勤務の義務がある自治医科大学卒業医師を適切に配

置するとともに、関係医療機関の連携強化を図ることで、限られた医療資源の

効率的かつ効果的な活用を図ります。（医務課） 

 

 

 

 

  

「あいち救急医療ガイド ー愛知県救急医療情報システム－」 

県内の「今、診てもらえる病院・診療所」を探したいときに役立つ救急医療情報検索

サイトです。 

お住まいの地域と診療科目を選び検索ボタンをクリックすれば、簡単に検索でき、休

日夜間診療所、外国語で対応できる病院・診療所の検索もできます。 

 ※ 英語、中国語（繁体語・簡体語）、韓国語、ポルトガル語での検索も可能です。 

 ※ パソコン、スマートフォン、携帯電話に対応しています 
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(2) 高齢化に対応した医療・介護提供体制の確保  

 

【現状と課題】 （高齢福祉課、医務課、医療計画課、建築局） 

 

〇 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、

医療・介護・介護予防・生活支援・住まいを切れ目なく提供する「地域包括ケ

アシステム」の構築が重要となっています。  
  県では 2014 年以降、モデル事業の実施を始めとする様々な取組により全県

的な普及に努め、現在では全ての市町村でシステム構築に向けた取組が進め

られています。今後も、専門的助言の提供や人材育成、情報発信など、広域的

な観点から市町村における取組の充実を支援することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 医療ニーズの急増が見込まれる中、地域包括ケアシステムを構築するため

には、限られた医療資源を効率的に提供することが必要です。  
県では、急性期から在宅医療まで病状に応じて、適切な医療を将来にわたり

継続的に提供できるよう 2016 年に「愛知県地域医療構想」を策定し、病床機

能の分化及び連携を推進しています。しかしながら、高度急性期から慢性期ま

でのいずれにおいても、構想上 2025 年までに必要としている病床数に乖離が

見られ、引き続き対策の強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

機能区分 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 計

病床機能報告
(2019年)

11,161 23,561 8,415 12,937 1,662 57,736

2025年における
病床数の必要量

6,907 20,613 19,480 10,773 - 57,773

差引 △4,254 △2,948 11,065 △2,164 △1,662 37

（資料） 
厚生労働省 

（資料）愛知県 

◆ 病床機能報告（2019 年）及び 2025 年における病床必要量 

◆ 地域包括ケアシステムの姿 
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〇 また、高齢者や長期療養者など在宅で適切な医療を必要とする患者が増加

しています。在宅医療は、入院や外来医療、介護サービス等と相互に補完しな

がら在宅での療養生活を支えるとともに、患者や家族の希望に応じて在宅で

の看取りを可能とするなど地域包括ケアシステムの構築に不可欠な医療です。 

 

〇 在宅医療の推進には、医療や介護に係る様々な職種が連携し患者や家族を

サポートする体制を構築することが重要です。本県では、ICT を活用して多職

種間で患者情報を共有できる「在宅医療連携システム」を全国に先駆け全市町

村で導入しており、今後はこうした強みを生かした取組の展開が期待されま

す。 

 

〇 一方、高齢化に伴う多死社会の到来を迎え、人生の最終段階を支える医療や

ケアの在り方が課題となっています。県民一人ひとりが、どこでどのような医

療やケアを望むかを自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人と話し合い

共有する取組（ACP）が必要です。 

 

〇 介護ニーズが増大かつ多様化する中、高齢者の地域生活を支える取組を推

進するとともに、介護サービスの質的・量的な確保、さらには、在宅生活が困

難となった場合に必要となる施設や住まいの場を適切に整備することが不可

欠です。 

 

〇 認知症施策の推進は喫緊の課題となっています。本県では 2017 年に「あい

ちオレンジタウン構想※」を策定し、「地域づくり」と「研究開発」の両面から

認知症に理解の深いまちづくりを進めているほか、2018 年には「愛知県認知

症施策推進条例」を制定し、認知症の人やその家族が安心して暮らせる地域社

会の実現に向けた取組を推進しており、今後もこうした取組の充実が必要で

す。  
 
〇 認知症になっても、本人の意思が尊重され、希望や尊厳をもって暮らしてい

くことができるよう、県民一人ひとりが認知症に対する理解を深めるととも

に、医療・介護従事者のみならず企業や多様な主体が連携して、認知症の人が

同じ社会の一員として共生できる地域社会を形成することが求められていま

す。  
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【主要な施策の方向性】 

 

(地域包括ケアシステムの構築) 

〇 地域包括ケアシステムの構築に関する市町村からの相談に対し指導・助言

を行うほか、市町村職員等の資質向上を図ります。また、県において作成した

地域包括ケア評価指標※を活用して市町村の取組状況を評価するなど、市町村

における地域包括ケアシステムの充実を支援します。（高齢福祉課） 

 

〇 専門職に対する研修や円滑な入退院に向けたルールづくりの支援等により、

地域において医療・介護に関する多職種が連携して包括的かつ継続的に医療・

介護を提供する体制の強化を図ります。（高齢福祉課） 

 

〇 地域包括ケアに関する県のポータルサ

イトを通じて、県内の地域包括支援センタ

ーの活動情報や地域包括ケアに関するイ

ベント、認知症に関する情報等について一

元的に発信するなど、地域包括ケアに関す

る情報の普及を図ります。（高齢福祉課） 

 

〇 高齢者が地域で安心して暮らせるよう、市町村の移動支援体制整備の推進

や、地域包括支援センター等を中心に、NPO やボランティア等地域の多様な

主体と連携して高齢者やその家族の日常生活を支える市町村の取組を支援し

ます。（高齢福祉課） 

 

（病床の機能分化・連携の推進） 

〇 医療ニーズ及び慢性的な疾病や複数の疾病を抱える患者の増大による疾病

構造の変化を見据え、病床の転換等のための支援や ICT を活用した医療機関

間の地域医療ネットワークの基盤整備を推進するなど、地域にふさわしいバ

ランスのとれた病床の機能の分化と連携を進め、効率的で質の高い医療提供

体制を構築していきます。（医療計画課） 

 

（在宅医療の推進等） 

〇 在宅医療の確保及び連携体制の構築を図るため、県内の在宅医療関係者で

構成する在宅医療推進協議会を開催するとともに、地域の医師等を対象に研

修会を実施することにより、在宅医療を支える医療従事者の確保、育成、多職

種の連携を推進します。 

「あいち地域包括ケアポータルサイト」 
https://www.aichi-chiikihoukatu-
portal.jp/ 

https://www.aichi-chiikihoukatu-
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また、市町村で整備された「在宅医療連携システム」の活用方法の拡大につ

いて、検討するよう働きかけていきます。（医務課） 

 

（人生の最終段階における医療等） 

〇 人生の最終段階において、個人の尊厳や意思がより尊重された形で心穏や

かに過ごすことができるよう、医療・ケアに対する本人の希望について意思決

定を支援できる人材を養成します。（医務課） 

 

 (介護サービス基盤等の整備) 

〇 高齢者が可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活できるよう、小規模多機

能型居宅介護※や定期巡回・随時対応型訪問介護看護※を始めとする地域密着

型サービス※の基盤整備を促進します。また、在宅での生活が困難な高齢者に

対応するため、必要な施設サービスの整備を進めます。（高齢福祉課） 

 

〇 高齢者の生活に適した住まいを供給するため、有料老人ホームの届出やサ

ービス付き高齢者向け住宅※の登録の促進、シルバーハウジング※などの高齢

者向け住宅の整備を進めます。（高齢福祉課、建築局） 

 

 (認知症施策の推進) 

〇 地域や職域における認知症に対する理解を企業等と連携し深めるとともに、

認知症の人が自身の経験等について自ら語る機会を確保し、認知症になって

も希望をもって暮らすことができる姿を積極的に発信できる環境づくりを進

めます。また、本人の意思を踏まえた意思決定支援が実施できるよう支援に関

わる医療・介護従事者等の資質向上を図ります。（高齢福祉課） 

 

〇 認知症医療の拠点機能を担う認知症疾患医療センター※の運営を支援し、か

かりつけ医や地域包括支援センター等と連携した早期発見・早期対応を図る

とともに、認知症地域支援推進員※の活動強化や活動支援による医療・介護等

が連携した地域支援体制の構築や医療・介護従事者等の認知症ケアの向上、家

族介護者への支援の充実を図ります。（高齢福祉課） 

 

〇 認知症の人が住み慣れた地域で安心して生活していくための障壁を減らし

ていく「認知症バリアフリー」の取組として、認知症高齢者の見守り体制の構

築や成年後見制度の利用促進、消費者被害の防止、交通安全、災害時支援など

の取組を総合的に進めていきます。（高齢福祉課） 
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〇 若年性認知症※の人やその家族に対して早期から適切な支援が提供できる

よう関係機関間の連携体制の強化を図るとともに、若年性認知症の人等の社

会参加の促進を図ります。（高齢福祉課） 

 

〇 国立長寿医療研究センターの病院機能の強化を図るほか、認知症の発症、進

行を予防するため同センターを中核として、あいち健康プラザや大学・企業と

の連携による共同研究を推進し、早期診断、早期介入、介護・ケア技術等の開

発を行います。（高齢福祉課、健康対策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「認知症じぶんごと ONE アクション」 
（あいちオレンジタウン構想スローガン） 

あいちオレンジタウン構想では、「地域で暮らし、学び、働く人々が、「認知

症に理解の深いまちづくり」に「じぶんごと」として取り組む社会の実現」

を基本理念として、「ひとりひとりが自分にできることを考え、はじめの一

歩を踏み出しましょう」と呼びかけています。 
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(3) 医療・介護を支える人材の確保  

 

【現状と課題】 （医務課、高齢福祉課） 

 

〇 近年、医師数については全国的な増加が図られ、本県においても、医療施設

従事医師数は、病院・診療所、男女ともに増加傾向にあります。  
しかしながら、2019 年 6 月末時点で、医師不足により診療制限を行ってい

る病院の割合は 24.1％と横ばい状態が続いており、依然、地域や診療科ごと

の医師の偏在が課題となっています。このため、2020 年 3 月には愛知県医師

確保計画を策定し、地域の実情に応じた医師確保対策を講じていますが、引き

続き取組の強化が必要です。 
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◆ 医師多数・少数区域（愛知県） 

（資料）愛知県 

◆ 診療科別診療制限病院割合（2019 年 6 月） 

（資料）愛知県 

：医師多数区域 

：医師少数区域 

：医師少数スポット 

2 次医療圏図 



72 
 

〇 また、地域包括ケアシステムが推進され療養の場が多様化し、病院以外にも

在宅医療や介護保険サービス等、様々な場面で看護ニーズが拡大しており、看

護職員についても、医師と同様に育成・確保に取り組む必要があります。 

さらに、在宅歯科医療や口腔ケア等を担う歯科衛生士の確保の必要性も高ま

っています。 

 

〇 介護ニーズが一層高まる中、団塊世代の全てが 75 歳以上となる 2025 年に

は、全国において約 33 万 7 千人＊1、本県においても約 1 万 3 千人＊2 の介護

人材が不足するとの推計がなされており、介護人材の確保・定着は喫緊の課題

となっています。  
こうした中、本県における介護分野の有効求人倍率は 2019 年度で 6.34 倍

と、全産業平均の 1.82 倍を大きく上回り、今後の人口動態を踏まえると、介

護人材の確保は一段と厳しくなることが予測され、介護人材を将来に渡って安

定的に確保するため、さらなる取組が求められています。  
＊1 厚生労働省発表値（2018 年 5 月） ＊2 愛知県推計値（2021 年 3 月） 

 

 

  

「介護のイメージアップリーフレット」 
 

介護への理解促進とイメージアップを図り、介護を職業として認知するとともに、

介護職を志す児童・生徒が増えることを期待して、各年代に応じた DVD とリーフ

レットを作成しています。 

 

※ DVD とリーフレットの内容は、「介護の魅力ネットあいち」でご覧いただけます。 

https://www.pref.aichi.jp/korei/kaigo-net/ 

小学生向け      中学生向け     高校生向け 

https://www.pref.aichi.jp/korei/kaigo-net/
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【主要な施策の方向性】 

 

（医療従事者の確保・育成） 

〇 卒業後に一定の期間を県内の医療機関で従事することを条件に、学生に修

学資金を貸与する地域枠の制度を活用して、県内の医師少数区域を始めとす

る医師不足地域で医療を担う医師の確保を図ります。（医務課） 

 

〇 医師の時間外労働規制※が適用される 2024 年度に向けて、相談対応や必要

な情報の提供、ICT 機器の整備推進等により病院等が行う勤務環境改善の取

組を支援し、勤務医の労働時間短縮を推進することで、医師の健康確保と地域

医療の両立を図ります。（医務課）  
 

〇 女性医師が就業と育児を両立できるよう、キャリア形成の支援を行うとと

もに、離職防止と復職支援を推進します。（医務課） 

 

〇 地域包括ケアシステムを理解し在宅・介護領域に従事する看護職に対して

最新の看護技術や多職種連携強化に関する研修を実施するとともに、訪問看

護事業所等で働く看護師が特定行為研修※を受講する際の助成を行うなど、看

護職員の確保に取り組みます。（医務課） 

 

〇 女性の医師、看護職員等の離職防止と再就業の促進を図るため、病院内保育

所の運営費等に助成するとともに、ナースセンター※における就業相談や、看

護研修センター※等で復職支援の研修を実施します。（医務課） 

 

〇 歯科衛生士、理学療法士等の医療従事者の資質向上や離職防止、復職支援を

図るため、各種研修の充実や働きやすい職場環境の整備、未就業者向けの就業

相談などに努めます。（健康対策課、医務課） 

 

（介護人材の確保・育成） 

〇 愛知県福祉人材センター※における求人・求職情報の提供や就業相談対応の

ほか、地域医療介護総合確保基金※を活用し、介護職員の「参入促進」、「資質

の向上」、「労働環境・処遇の改善」を 3 本の柱とした多様な取組を推進するこ

とで、介護人材の安定的な確保・定着を図ります。（高齢福祉課）  
 

 

 



74 
 

○ WEB サイトの活用、教育現場への啓発等

を通じて、介護の仕事への理解促進とイメー

ジアップに取り組み、将来の介護サービスを

支える若年世代の参入を促進します。また、

「あいち介護サポーターバンク※」の運用な  
どにより、元気高齢者を始めとする幅広い年代にわたる多様な人材の参入を

促進します。（高齢福祉課）  

 
○ 市町村や関係団体、介護福祉士養成施設等における研修の実施や、職員の研

修受講をサポートする介護事業所を支援することで、介護従事者の資質向上、

資格取得を促進します。（高齢福祉課）  

 
○ 介護職特有の悩みに対する相談体制の整備や職場におけるメンタルヘルス

対策の推進により、介護従事者の精神的負担を軽減するとともに、介護事業所

におけるロボットや ICT 機器の導入を支援し業務の効率化を進めることで、

介護現場からの離職防止、定着促進を図ります。（高齢福祉課）  

 
○ 増加する外国人介護人材に対する、日本語及び介護技術の学習支援のほか、

受入介護施設等におけるコミュニケーション支援を行い、受入体制の整備や

定着の促進を図ります。（高齢福祉課）  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

愛知県公式介護職情報サイト 

「介護の魅力ネットあいち」 
https://www.pref.aichi.jp/korei/kaigo-
net/ 

https://www.pref.aichi.jp/korei/kaigo-
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(4) 大規模災害や感染症への備え 

 

【現状と課題】 

（防災安全局、医務課、地域福祉課、保健医療局、感染症対策局、福祉局関係課） 

〇 近年、全国的に豪雨の発生に伴う土砂災害や河川の氾濫等が相次いでいま

す。遠くない将来、南海トラフ地震の発生も懸念されており、災害発生時にも

必要な保健・医療を効率的に提供できる体制の充実が不可欠です。 

 

〇 このため本県では、災害拠点（精神科）病院※の指定や体制強化を進めると

ともに、発災時には県災害対策本部の下に保健医療調整本部を設置し、保健医

療活動チーム※の派遣調整を始めとする災害時保健医療の提供に係る指揮調

整を行うこととしています。今後も、平時における訓練や関係者の資質向上等

を図り、災害への備えを充実させる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〇 また災害時には、福祉施設等や職員の被災により福祉サービスの供給量が

低下する一方、避難所等で生活が困難な方の福祉ニーズが高まるなど、福祉サ

ービス提供体制の確保も課題となってきます。このため、本県では、高齢者や

障害のある人など災害時要配慮者に対する広域支援の仕組みを構築し、愛知

◆ 災害保健医療体制図（急性期〜亜急性期） 

（資料）愛知県 
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県災害派遣福祉チーム（愛知 DCAT）※の避難所への派遣体制等を整備してい

ますが、平時からこうした体制の円滑な運用に向けた取組の推進が必要です。 
 
〇 2019 年 12 月以降、世界的に大流行した新型コロナウイルス感染症患者の

増加は、医療や福祉の現場にも、これまでに経験のない程の多大な影響を与え

ています。本県でも、感染拡大防止を図るとともに、医療提供体制の強化、福

祉サービス提供体制の確保等に取り組んできましたが、今後もこうした感染

症の大規模流行を想定し対策を講ずることが求められています。  
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【主要な施策の方向性】 

 

（災害時保健・医療提供体制の確保） 

〇 大規模災害の発生に備え､DMAT や DPAT 等保健医療活動チームの人材育

成や災害拠点病院等の機能強化を図るとともに、南海トラフ地震等を想定し

た訓練を定期的に実施し、訓練結果の検証を基に医療救護活動計画を見直す

等により、大規模災害発生時に迅速に対応できるよう初動体制の確立を図る

とともに、被災者に対する医療、保健を長期にわたって提供できる体制の確立

を図ります。（医務課） 

 

（災害時福祉提供体制の確保） 

〇 県内の福祉施設における被災地域からの要配慮者の受入れ体制を整備する

ほか、愛知 DCAT チーム員の人材育成を図り避難所への派遣体制を強化する

など、災害時における福祉提供体制の推進を図ります。（地域福祉課） 

 

（感染症拡大防止対策の推進及び支援） 

〇 地域における感染症の発生動向を的確に把握し、効果的な感染情報の提供

に努めるとともに、感染症のまん延防止を図るため必要がある場合には、患者

やその接触者等を対象に発症前後の行動歴調査（積極的疫学調査）や健康診断

を行います。（感染症対策課） 

 

〇 医療機関等で必要となるマスク、防護服、手袋など感染防護具を備蓄、配布

するなど、感染症の拡大防止に取り組みます。（感染症対策課、医薬安全課） 

 

〇 県民及び事業者へ感染症に関する正しい知識等の普及啓発に努めます。（感染

症対策課） 

〇 検査体制の充実や受入病床の確保、医療資機材の整備などを進め、医療提供

体制の強化を図ります。（感染症対策課） 

 

○ 入院治療が必要な患者を速やかに入院措置できるよう、保健所と感染症指

定医療機関※等の相互連携を密にし、関係機関との協議に取り組みます。（感染

症対策課） 

〇 新型コロナウイルス感染症については、国、市町村、医療機関と連携・協力

し、入院・外来診療体制の確保、PCR 検査体制の拡充など、医療提供体制の

強化に向けて取り組むとともに、医療機関・医療従事者への支援を行います。

（感染症対策課、保健医療局関係課） 
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〇 福祉施設等で必要となる衛生用品を県において備蓄、配布するなど、感染症

の拡大防止に取り組みます。また、市町村や事業者等と連携し、感染拡大防止

に配慮した適切な福祉サービス等の提供を推進します。（福祉局関係課） 

 

〇 感染拡大により運営等に影響を受ける福祉施設等や感染者が発生した施設

等へ必要な支援を行い、福祉サービス提供体制の確保を図ります。（福祉局関係課） 

 

〇 在宅で生活する高齢者や障害者、児童等、またはその介護者や養育者等が感

染した場合にも、介護や養育が適切に提供されるよう、関係機関と連携し支援

します。（福祉局関係課） 
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４ 障害者支援  ※障害福祉課におかれましては、本章全体の確認をお願いします。

  

○ 全ての県民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけ

がえのない個人として尊重される存在であり、誰もが多様性を認め合い、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が求められています。  
 
〇 障害者基本法では、障害のある人が経験する困難や制限は、心身の機能の障

害のみに起因するのではなく、社会における様々な障壁と相対することによっ

て生ずるものという視点が示されています。  
 
〇 障害のある人は、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあら

ゆる活動に参加する主体であり、その能力を発揮しながら安心して地域で自立

生活を送るためには、障害のある人の活動や社会参加を制約している社会的障

壁を取り除いていくことが必要です。  
 
〇 このため、障害は、社会との関係の中で捉えられるものであり、単に、障害

のある人、ない人と分けるのではなく、等しく地域を構成し社会づくりに参画

する一人一人の特性として捉えていくことが大切です。  
 
〇 本県の障害のある人（手帳所持者に限らない。）の概数＊は約 58 万人（県民

の 13 人に 1 人）と推計されています。また、障害者手帳を持たない人や、外

見からは分かりにくい障害、状態が変動する障害など、その特性は非常に多岐

にわたります。  
 
○ 障害の特性、障害の状態、生活実態等、個々の状況に配慮したきめ細かい支

援が必要であり、福祉、保健、医療、労働、教育、文化芸術等幅広い分野が連

携して、切れ目なく、自立と社会参加を促進する施策を総合的に講じていくこ

とが必要です。  
 
○ また、施策の推進にあたっては、障害のある人や家族、支援者、関係団体な

どの意見を尊重するとともに、身近な地域で取組が広がるよう市町村と連携を

図りながら進めることが重要です。  
 
＊  令和 2 年版障害者白書による障害のある人（手帳所持者に限らない）の概数を人口比率により推計したもの  

身体障害者及び知的障害者は、厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（2016 年）及び「社会福祉施

設等調査」（2018 年）等による。精神障害者は、厚生労働省「患者調査」（2017 年）による。医療機関を利用

した精神疾患患者数から算出しているため、一過性の精神疾患のために日常生活や社会生活上の相当の制限を

継続的には有しない者も含まれている可能性がある。   
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(1) 障害のある人の生活支援 

 
【現状と課題】 （健康対策課、医務課） 

〇 地域共生社会の実現のためには、 障害のある人が可能な限り、どこで誰と

生活するかについて、選択の機会が確保されることが必要であり、福祉施設や

精神科病院からの地域移行を希望する人に対して地域移行を推進するととも

に、地域で生活をしている方が、安心して自立した生活を継続できるよう、身

近な地域において適切なサービスを提供できる体制の整備が求められます。  
 
〇 地域生活への移行の推進にあたっては、受け入れる地域と地域へ送り出す

施設の両面での取組が必要です。地域では、住まいや日中活動の場を計画的に

整備するほか、相談支援体制の充実、経済的な自立支援を図るとともに、施設

では、地域生活への不安を軽減し、安心して地域生活を選択できるようにする

ことが求められます。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 地域生活のためには、安全に生活できる居住の場が不可欠ですが、地域移行

を支える居住の場として、また、在宅等で暮らす方の地域での自立生活の居住

の場として、障害のある人が支援を受けながら共同で生活するグループホーム

の役割が大きくなっています。今後、本人や家族の高齢化や障害の重度化等に

より、自宅で家族介護が受けられなくなる障害のある人の大幅な増加が見込ま

れており、グループホームの計画的な整備が必要です。  
 
〇 あわせて、地域生活における課題等を総合的にアセスメントし、必要なサー

ビスの適切な利用につなげていく相談支援が不可欠であり、障害のある人の高

◆ これまでの地域生活移⾏者数の推移 

（資料）愛知県福祉局 
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齢化や国際化が進むなか、各市町村または各圏域において複合化した課題や多

様なニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援が求められます。  
 
〇 また、障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、緊急事態へ

の対応や地域移行への支援のための複数の事業所・機関による面的な体制が重

要であり、地域生活支援拠点※等の整備が進められています。現在、市町村又は

圏域等で整備を進めており、今後はその適切な運営と機能の充実が求められま

す。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 精神に障害のある人とその家族への支援では、国において「入院医療中心か

ら地域生活中心」という政策理念に基づく施策をより強力に推進するための新

たな政策理念として、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」が

打ち出され、保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、障害のある人

が安心して自分らしい暮らしをすることができるように取り組む必要があり

ます。  
 
〇 障害者総合支援法では、制度の谷間なく支援を提供する観点から、障害のあ

る人の定義に難病等が加えられました。難病や発達障害等、障害者手帳の有無

に関わらず、個々の状況に応じて地域生活への支援が必要であり、福祉とあわ

せて、保健・医療面からの支援も重要となります。  
 
〇 本県では、障害のある人が地域で安心して生活できるよう、総合的に支援す

る拠点として、2019 年 3 月に、愛知県医療療育総合センターを開所しました。

センターは、中央病院、発達障害研究所、療育支援センターを有し、高度で専

門的な医療の提供、研究、広域的な支援を行っています。  

◆ 地域生活支援拠点等の整備例（面的整備の場合） 

（資料）「地域生活支援拠点等について」（厚生労働省） 
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〇 障害のある子どもの成長・自立を促進するため、できる限り早期に障害を発

見し適切に対応するとともに、本人や保護者が安心して生活できるよう、子ど

もの成長に応じた支援が途切れることなく提供されることが必要です。また、

重症心身障害児や医療的ケア児などの特別な支援が必要な子どもへの支援体

制の整備も必要です。  
 
○ 本県では、2016 年 10 月に「手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミ

ュニケーション手段の利用の促進に関する条例」（以下、「手話言語・障害者コ

ミュニケーション条例」という。）を制定し、日本語が言語であるように、手話

も言語であり、その背景や文化を尊重し、手話言語を学習できる場の確保や環

境づくりに努めるとともに、全ての県民が、障害の特性に応じたコミュニケー

ション手段を利用することの重要性を認識し、その選択の機会の確保や利用機

会の拡大が図られるよう取り組んでいるところです。  
 
○ 引き続き、「手話言語・障害者コミュニケーション条例」に基づき、障害の

特性に応じたコミュニケーション手段を利用する人が、必要な情報を正確に得

られるよう、多様な情報発信とその情報を円滑に受け取るための支援など、情

報アクセシビリティの向上を推進するとともに、意思表示やコミュニケーショ

ンを円滑に行うことができるよう、意思疎通支援の充実を図っていく必要があ

ります。  
 
 
 
  「愛知県医療療育総合センター」 

1968 年に開所した「愛知県心身障害者コロニー」を前身に、

2019 年 3 月に地域生活を営む障害のある方を総合的に支

援する拠点センターとして再編・全面開所し、高度で専門的

な医療の提供、研究、広域的な支援を行っています。 
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【主要な施策の方向性】 

 
（地域における自立生活の支援）  

〇  グループホームの設置の促進のため、県有地や県営住宅、既存の戸建て住宅

の活用を図るとともに、整備・開設から運営までを総合的にサポートし、グル

ープホームの整備を促進します。あわせて、福祉ホームの運営支援や賃貸住宅

への入居への支援等により、住まいの確保を図ります。（建築局）  

 
〇  日中活動系サービスの量的な整備を推進するとともに、地域生活のセーフテ

ィネット機能となる短期入所のサービス提供基盤の充実を図ります。また、強

度行動障害のある人や重症心身障害児者の受入れや、医療的ケアを提供できる

日中活動の場の確保を図ります。  

 
〇  地域でのネットワーク構築に向けた助言・調整や、地域の相談支援の中核的

役割を担う基幹相談支援センターの設置促進、相談支援に携わる人材の確保・

養成など、広域的な支援を推進し、各地域の相談支援体制の充実を図ります。 
 
〇  あいち発達障害者支援センター、高次脳機能障害支援拠点機関※、障害者就

業・生活支援センター※、愛知県医療療育総合センター等において、専門的支援

が必要な事例に対応します。  
 
〇  施設入所者や家族が地域生活を具体的にイメージし、安心して地域生活への

移行を進めることができるよう、地域生活に関する情報提供や、施設入所中に

地域生活を体験する機会を提供します。  
 
〇  圏域ごとに設置したアドバイザーを活用して、市町村における整備状況や検

証方法等を集約した情報を市町村へ提供し、地域生活支援拠点の確保及び機能

の充実が図られるよう支援します。  
 
（保健・医療の推進） 

〇  精神障害者の日常生活圏域を基本として、市町村において精神障害にも対応

した地域包括ケアシステム構築のための取組を進められるよう、保健所が市町

村へ必要に応じた支援を行い、県精神保健福祉センターにおいては人材育成・

研修等を進め、重層的な連携による支援体制の構築を進めます。（医務課）  
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〇  難病患者の方が地域で安心して生活できるよう、愛知県地域保健医療計画に

基づき、医療費の助成、難病医療ネットワークの充実、地域ケアの推進、相談

支援等、総合的な難病対策を推進します。（健康対策課）  
 
〇 愛知県医療療育総合センターでは、遠隔診療や情報ネットワークを活用し

たスマートホスピタルの推進等により、高度で専門的な医療を提供します。  
 
〇  高次脳機能障害※のある人への支援については、県内 2 か所の支援拠点を中

心に、市町村、医療機関、福祉施設等とのネットワークの構築を進めるととも

に、地域の中核的な相談機関である基幹相談支援センターにおける、高次脳機

能障害のある人に対する相談への対応力の向上を図ります。  
 
（障害のある子どもへの支援） 

〇  愛知県医療療育総合センターでは、発達障害や重度心身障害のある人を支援

する関係機関の連携により、センターを中心に全県的な医療・療育支援体制を

構築します。  
 
〇  愛知県医療療育総合センターと県が指定する実施機関において、訪問や来所

による専門的な療育相談・指導や、支援者に対する療育技術の指導等を行うと

ともに、あいち発達障害者支援センターと連携し、児童発達支援センターへの

支援の充実を図ります。  
 
〇  障害児支援の中核的施設として、相談支援から専門的な療育までをワンスト

ップで行う児童発達支援センターの設置促進や質の向上を図り、児童発達支援

センターを中心とする地域の支援体制の充実を図ります。  
 
〇  重症心身障害児や医療的ケア児を支援する日中活動の場の拡充を図ります。

あわせて、「障害者福祉減税基金※」を活用した民間法人による重症心身障害児

施設の整備により、重症心身障害児のための入所施設や病床の確保、短期入所

や日中支援サービスなどの在宅支援の充実を図ります。  
 
〇  医療的ケア児者の地域生活を支えるため、支援に関わる関係機関による協議

の場の設置や、医療的ケア児者のニーズを把握し調整を行うコーディネーター

の配置により、医療的ケア児者の地域の支援体制の充実を図ります。  
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〇  聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるよう、児童発達支援セン

ター、特別支援学校（聴覚障害）等の連携強化を図る等、難聴児支援のための

中核的機能を有する体制の確保に向けた検討を進めます。（教育委員会）  

 

（情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実） 

〇  障害のある人が、円滑に県政に関する情報を取得することができるよう、点

字や音声コードの作成、手話通訳者の配置など、障害の特性に応じたコミュニ

ケーション手段を利用して、情報を発信していきます。  
 
〇  手話言語及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段への理解促進を

図るため、県民、事業者、教育関係者、市町村等、様々な対象に応じた普及啓

発を図るとともに、企業や市民団体等が障害に応じたコミュニケーション手段

について学習できるよう支援します。  
 
〇  市町村及び関係団体と連携し、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・

介助員、失語症向け意思疎通支援者などを育成し、障害の特性に応じたコミュ

ニケーション手段を利用した意思疎通を支援します。  
 
〇  手話や障害の特性に応じたコミュニケーション手段を必要とする幼児児童

生徒が通う学校においては、その特性に応じた授業を実施するとともに教職員

の知識・技能の向上を図ります。（教育委員会）  
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(2) 障害のある人が活躍できる機会の充実 

 
【現状と課題】 （子育て支援課、県民文化局、労働局、スポーツ局、教育委員会） 

〇 障害のある人の就労は、地域での安定した自立生活の継続のために重要な

要素であり、特に、福祉施設を利用していた人が、民間企業等に就労すること

（一般就労）は、社会参加の促進という観点からも、大きな意味を持ちます。 
 
〇 本県の障害のある人の雇用率は、2.08%（2020 年 6 月）と、法定雇用率の

2.2%を下回っており、法定雇用率達成企業の割合は 47.2%と、全国平均の

48.6%を下回っています。障害のある人の就労に向け、福祉、労働の関係機関

が連携し、就労から職場への定着までの切れ目ない支援を推進するとともに、

企業に対しても、雇用拡大や定着に向けた支援が必要です。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 障害の状況等により一般就労が困難な人も、地域で自立した生活を送れる

よう、個々の状況に対応した働く場の確保が求められますが、福祉的就労の場

における工賃は全国的に低い水準にあり、工賃水準の引き上げに向けた継続的

な取組が必要です。  
 
○ 特別な支援を必要とする幼児児童生徒や小中学校における特別支援学級の

増加、高等学校における通級による指導や障害のある外国人等語学支援の必要

な児童生徒への対応などの社会状況の変化に伴い、障害の有無によって分け隔

てられることがない共生社会の実現に向けた特別支援教育の一層の充実が求

められています。  
 

◆ これまでの一般就労移⾏者数の推移 

（資料）愛知県福祉局 
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○ 特別支援教育を推進するに当たっては、幼児児童生徒一人ひとりの教育的

ニーズを正しく理解し、障害の種類・程度等に応じた特別な配慮のもとで、幼

稚園・保育所等、小中学校、高等学校、特別支援学校など、どの校種において

も一貫した適切な支援・指導を行うことが必要です。  
 
○ また、卒業後の自立と社会参加を目指し、発達段階に応じたキャリア教育や

福祉分野を始めとする関係機関との連携による就労支援の充実が求められて

います。  
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◆ 特別支援学級 学級数・在籍児童生徒数の推移 

（資料）「特別支援学級設置状況等調査」（愛知県教育委員会） 
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（資料）「通級指導教室設置状況等調査」（愛知県教育委員会） 

◆ 通級指導教室 学級数・在籍児童生徒数の推移 
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○ あわせて、特別支援教育を着実に実施するための教員の専門性の向上や教

育諸条件の整備も必要です。  
 
〇 芸術活動やスポーツ活動は、障害のある人の社会参加はもとより、障害の有

無を越えた地域の交流の機会となり、多くの人々の心の豊かさや相互理解にも

つながります。障害のある人の文化芸術活動の充実や社会参加の促進に向けて

は、2018 年 6 月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」、2019 年

6 月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」が制定され、施

策の充実が図られています。  
 
〇 本県では、2014 年より障害のある人の作品展や舞台発表等を行う「あいち

アール・ブリュット展」を継続的に開催しており、この取組を通して、アート

雇用などの企業との連携も進んでいます。2018 年 3 月に制定した「愛知県文

化芸術振興条例」においても、「障害者等の文化芸術活動の充実」を掲げており、

引き続き、取組を推進していく必要があります。  
 
〇 また、スポーツ活動については、障害の有無にかかわらず、全ての県民が生

涯にわたりスポーツに親しむことができるよう、障害者スポーツの普及や環境

整備を図っており、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会、2026
年に本県で開催されるアジア最大のスポーツの祭典であるアジア競技大会に

向けて、障害のある人のスポーツ活動の一層の推進が求められます。 
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【主要な施策の方向性】 

 
（就労に向けた支援・雇用の促進） 

〇  就職や職場定着が困難な障害のある人に対し、障害者就業・生活支援センタ

ー（県内 12 カ所）において、就業・生活両面にわたる相談・助言、職業準備訓

練・職場実習の斡旋、関係機関との連絡調整等、就業面・生活面からの一体的

な支援を行います。（労働局）  

 
〇  相談支援専門員やサービス管理責任者等への意識づけや、助言・指導等、福

祉施設における一般就労に向けた取組を支援するとともに、就労定着支援事業

の質の向上を図ります。（労働局）  
 
〇  県の障害者職業能力開発施設※において、ニーズに対応した実践的かつ効果

的な訓練を実施するとともに、企業、社会福祉法人、特定非営利活動法人など

を活用した多様な委託訓練を実施し、職業能力開発を支援します。（労働局）  
 
〇  愛知労働局と連携して、障害者雇用に関する制度の周知や啓発を行うととも

に、多くの個別面接の機会を提供できる就職面接会を開催し、雇用機会の拡大

を図ります。また、県独自の助成制度により、障害のある人を雇用する企業を

支援します。（労働局）  
 
〇  愛知県と愛知労働局が一体となって障害者雇用に取り組む企業を総合的に

支援する「あいち障害者雇用総合サポートデスク※」において、障害のある人の

受入れや職場定着に関する相談など、企業の課題に応じて、就労から職場への

定着までの一連の支援を行います。（労働局）  
 
〇  アートの才能を持つ障害者の特技や個性を生かし、「絵を描くこと」を仕事と

して一般企業への就職（障害者アート雇用）に結びつける事業を実施し、障害

者の自立の促進や障害者雇用の促進、また、企業や地域社会における障害者理

解の促進を図ります。  
 
〇  生産活動を行う事業者の確保や販路拡大のための助言・提案、農業分野での

取組（農福連携の取組）の推進等により福祉的就労を担う事業所を支援すると

ともに、県庁における障害者多数雇用企業等や障害者就労施設等への優先発注

を推進します。（労働局、農業水産局）  
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（特別支援教育の充実） 

〇  幼稚園・保育所等、小中学校、高等学校等においては、校（園）内の支援体

制を充実し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援・指導に取り組みます。

また、進学先・進路先との継続的な支援・指導を推進します。（子育て支援課、県民文

化局、教育委員会）  
〇  幼稚園・保育所等、小中学校、高等学校等と特別支援学校の交流・連携を強

化するとともに、教育、医療、福祉、労働等の関係機関のネットワークづくり

を進めます。（子育て支援課、県民文化局、教育委員会）  
 
〇  特別支援学校においては、障害の重度・重複化、多様化への対応、医療的ケ

アや外国人等語学支援が必要な子どもへの対応等、一人ひとりの障害の状態に

応じた支援・指導の充実を図ります。また、特別支援学校の専門性を生かし、

地域における特別支援教育のセンター的機能の強化を図ります。（教育委員会）  

 
〇  特別支援学校においては、小学部、中学部、高等部の発達段階や障害特性に

応じた一貫したキャリア教育を推進します。（教育委員会）  
 
〇  卒業後の生活へのスムーズな移行のため、大学等高等教育機関と連携し、障

害のある生徒や保護者に対し、大学等の情報を発信するとともに、障害のある

児童生徒が在籍する学校と労働・福祉等の関係機関が連携して、就労支援の充

実を図ります。（労働局、教育委員会）  
 

○ どの校種の教員においても、障害特性や一人ひとりの教育的ニーズに応じた

支援・指導を行うことのできる幅広い専門性を身につけることができるよう、

研修の充実や小中学校・高等学校と特別支援学校との人事交流、大学・研究所

への派遣を積極的に進めます。（教育委員会） 

 

〇  公立小中学校における特別支援学級や通級指導教室※、県立高等学校におけ

る通級による指導等、多様な学びの場の整備を進めます。また、インクルーシ

ブ教育システム※の推進を始めとした基礎的環境整備の充実に向け、県立高等

学校におけるバリアフリー化が促進されるよう必要な施設設備の整備に努め

るとともに、市町村教育委員会への働きかけを行います。（教育委員会）  
 
〇  特別支援学校においては、過大化による教室不足の解消、長時間通学の解消、

ICT 機器の活用等の学習環境の整備など、引き続き教育環境の整備を行います。 
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（文化芸術活動・スポーツ等の推進） 

〇  「あいちアール・ブリュット展」を開催するとともに、文化芸術の専門家に

よる出前講座の実施や、障害のある人の文化芸術活動を支援する人材の育成、

アート雇用など企業連携の取組を推進します。  
 
〇  拠点図書館である愛知県図書館を中心として、点字図書館、公立図書館、学

校図書館が連携し、視覚障害者等の読書環境の整備を図ります。（県民文化局）  
 
〇  障害のある人がスポーツに触れるきっかけの創出や、障害者スポーツ大会の

開催、支援者の確保等、障害者スポーツの普及や環境整備を図るとともに、名

古屋ウィメンズホイールチェアマラソン等の開催や選手の競技力の向上への

支援など、高いレベルを目指す人を支援する取組を進めます。（スポーツ局）  
 
  

「ゲイジュツのチカラ・あいち」 
（あいちアール・ブリュットロゴマーク） 

芸術には、作る人・見る人、そして、障害のあ

る人・ない人の心を変える大きなチカラがあ

り、お互いを認め合うボーダーのない社会への

推進力となるとの思いが込められています。  

※ アール・ブリュット：加工されていない生（き）の芸術、伝統や流行・教育などに左右さ
れず、自身の内側から湧き上がる衝動のままに表現した芸術を示します。障害のある人、
子ども、素人芸術家らの作品を指すため 1947 年ごろから用いられています。 

山本良比古「龍虎塔」 磯崎亮「シーサーとクロサイ」 
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第５章 ビジョンの推進   

 

 １ ビジョンの推進と進行管理  

 
〇 ビジョンは、本県の福祉・保健・医療施策全体の方向性を示す基本指針であ

り、関連する各分野の個別計画の上位計画として、各計画と一体となって、福

祉・保健・医療に関する様々な取組を推進していきます。  
 
〇 個々の具体的な取組の進捗管理は、基本的に各個別計画に委ねることとし

ますが、福祉・保健・医療施策全体の推進状況を確認するため、以下のとおり

指標を設定することとします。  
 
〇 これらの指標の進捗状況や評価については、「愛知県社会福祉審議会」「愛知

県医療審議会」において報告することとし、同審議会での意見や施策の実施状

況、今後の社会情勢等を踏まえ、必要に応じて、計画期間中に計画内容や指標、

目標値の見直しを図るなど適切な進行管理を行います。  
 
【指標の設定の考え方】 

１ 重要評価指標 

   各体系における取組の推進状況を総合的に評価する指標  

２ 進捗管理指標 

 各体系における主な取組の実施状況等を進捗管理する指標  

【参考】関連する福祉・分野の主な個別計画  

（＊）障害福祉計画部分については、2021 年度～2023 年度  

計画名称  計画期間  
第 8 期愛知県高齢者福祉保健医療計画  2021 年度～2023 年度  
あいち障害者福祉プラン 2021－2026 2021 年度～2026 年度（＊） 
あいち  はぐみんプラン 2020－2024 2020 年度～2024 年度  
愛知県ギャンブル等依存症対策推進計画  2020 年度～2022 年度  
第 9 期愛知県地域保健医療計画  2018 年度～2023 年度  
第 3 期愛知県がん対策推進計画  2018 年度～2023 年度  
第 3 期あいち自殺対策総合計画  2018 年度～2022 年度  
愛知県アルコール健康障害対策推進計画  2017 年度～2022 年度  
愛知県歯科口腔保健基本計画  2013 年度～2022 年度  
健康日本 21 あいち新計画  2013 年度～2022 年度  


